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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムで用いられる通信端末であって、
　前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まってから、前記中継サ
ーバから前記通信端末への画像送信が始まるまでの中継サーバ側処理期間に、ネットワー
クファクシミリシステムによる処理状況を示す処理状況情報を、通信端末利用者に対して
通知する通知手段
　を備えたことを特徴とする通信端末。
【請求項２】
　前記通知手段は、前記中継サーバから前記通信端末への画像送信が始まってから、前記
中継サーバから前記通信端末への画像送信が終わるまでの通信端末側処理期間にも、前記
処理状況情報を通信端末利用者に対して通知する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末。
【請求項３】
　前記中継サーバ側における処理状況を示す状況データを、前記中継サーバから取得する
状況データ取得手段を備え、
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　前記通知手段は、前記中継サーバ側処理期間には、前記状況データ取得手段によって取
得された前記状況データに基づいて、前記処理状況情報を通信端末利用者に対して通知す
る
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の通信端末。
【請求項４】
　前記通知手段は、前記中継サーバ側処理期間には、前記状況データ取得手段によって取
得された前記状況データに基づいて、前記中継サーバ側における処理状況を、前記処理状
況情報として通信端末利用者に対して通知し、前記中継サーバから前記通信端末への画像
送信が始まってから、前記中継サーバから前記通信端末への画像送信が終わるまでの通信
端末側処理期間には、前記通信端末側における処理状況を、前記処理状況情報として通信
端末利用者に対して通知する
　ことを特徴とする請求項３に記載の通信端末。
【請求項５】
　前記中継サーバから送信された前記画像データを受信する画像データ受信手段と、
　該画像データ受信手段によって受信された画像データを、印刷またはメモリに格納する
画像データ処理手段とを備えており、
　前記システム外の送信元から送信されてくるファクシミリデータを受信するファクシミ
リデータ受信手段と、該ファクシミリデータ受信手段によって受信した前記ファクシミリ
データに基づいて、前記画像を表す画像データを作成する画像データ作成手段と、該画像
データ作成手段によって作成された前記画像データを送信する画像データ送信手段とを備
えた前記中継サーバから送信されてくる前記画像データを受信する
　ことを特徴とする請求項３または請求項４に記載の通信端末。
【請求項６】
　前記状況データ取得手段により、前記ファクシミリデータの受信が受信完了前に終了し
たことを示す前記状況データを取得した場合に、前記通知手段は、前記ファクシミリデー
タの受信が受信完了前に終了したことを示す受信未完了情報を、前記処理状況情報として
通信端末利用者に対して通知する
　ことを特徴とする請求項３～請求項５のいずれかに記載の通信端末。
【請求項７】
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムで用いられる中継サーバであって、
　前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まってから、前記中継サ
ーバから前記通信端末への画像送信を始めるまでの中継サーバ側処理期間に、前記中継サ
ーバにおける処理状況を示す状況データを、前記通信端末へ送信する状況データ送信手段
　を備えたことを特徴とする中継サーバ。
【請求項８】
　前記状況データ送信手段は、前記通信端末に割り当てられたメールアドレス宛に、前記
状況データが含まれる状況通知メールを送信する
　ことを特徴とする請求項７に記載の中継サーバ。
【請求項９】
　前記状況データ送信手段は、通信端末に割り当てられたネットワークアドレス宛に、前
記状況データが含まれる状況通知パケットを送信する
　ことを特徴とする請求項７に記載の中継サーバ。
【請求項１０】
　送信対象となる画像を表すファクシミリデータを受信するファクシミリデータ受信手段
と、
　該ファクシミリデータ受信手段によって受信した前記ファクシミリデータに基づいて、
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前記画像を表す画像データを作成する画像データ作成手段と、
　該画像データ作成手段によって作成された前記画像データを送信する画像データ送信手
段とを備えており、
　前記中継サーバから送信された前記画像データを受信する画像データ受信手段と、該画
像データ受信手段によって受信された画像データを、印刷またはメモリに格納する画像デ
ータ処理手段とを備えた通信端末へ、前記画像データを送信する
　ことを特徴とする請求項７～請求項９のいずれかに記載の中継サーバ。
【請求項１１】
　前記ファクシミリデータ受信手段による前記ファクシミリデータの受信が、受信完了前
に終了した場合に、
　前記画像データ作成手段は、前記ファクシミリデータの受信できた部分に相当する部分
画像を表す部分画像データを作成し、
　前記画像データ送信手段は、前記画像データ作成手段によって作成された前記部分画像
データを送信し、
　前記状況データ送信手段は、前記ファクシミリデータの受信が受信完了前に終了したこ
とを示す前記状況データを、前記通信端末へ送信する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の中継サーバ。
【請求項１２】
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムで用いられる通信端末に、通信処理を実行させるためのプログラムであって、
　前記通信処理は、
　前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まってから、前記中継サ
ーバから前記通信端末への画像送信が始まるまでの中継サーバ側処理期間に、ネットワー
クファクシミリシステムによる処理状況を示す処理状況情報を、通信端末利用者に対して
通知する通知手順を含む処理である
　ことを特徴とする通信処理プログラム。
【請求項１３】
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムで用いられる中継サーバに、通信処理を実行させるためのプログラムであって、
　前記通信処理は、
　前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まってから、前記中継サ
ーバから前記通信端末への画像送信を始めるまでの中継サーバ側処理期間に、前記中継サ
ーバにおける処理状況を示す状況データを、前記通信端末へ送信する状況データ送信手順
を含む処理である
　ことを特徴とする通信処理プログラム。
【請求項１４】
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムであって、
　前記通信端末は、前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まって
から、前記中継サーバから前記通信端末への画像送信が始まるまでの中継サーバ側処理期
間に、ネットワークファクシミリシステムによる処理状況を示す処理状況情報を、通信端
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末利用者に対して通知する通知手段を備えている
　ことを特徴とするネットワークファクシミリシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、システム外の装置との間でファクシミリ通信方式で画像の受信を行うネット
ワークファクシミリシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、送信元通信端末から送信されてくる電子メールを受信し、その電子メールを送信
先通信端末へと送信するサーバ装置において、電子メール中に含まれる電話番号に基づい
て送信先通信端末を特定するものが提案されている（例えば、下記特許文献１参照）。
【０００３】
　このようなサーバ装置を利用すれば、送信元通信端末を利用する利用者は、送信先通信
端末の電話番号を指定して電子メールの送信を行うことができるので、送信先の指定方法
については、一般的なファクシミリ装置と同等の使い勝手を得ることができた。
【０００４】
　また、ファクシミリの送信／受信／転送に関する情報を、電子メールで通知するファク
シミリ装置も提案されている（例えば、下記特許文献２参照）。
　このようなファクシミリ装置を利用すれば、ファクシミリの送信／受信／転送に関する
情報を、利用者に伝達することができた。
【特許文献１】特開２００２－１７１２９１号公報
【特許文献２】特開２００３－８４９４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、多くのファクシミリ装置は、画像の送受信を行っている最中に、現在の通信
状況を表示装置に表示するようになっている。具体例を挙げれば、送信元ファクシミリ装
置においては、「ダイヤル中」、「送信中」、「送信完了」、「送信エラー」等のメッセ
ージが、現在の通信状況に応じて表示され、リダイヤル機能がある場合には、「リダイヤ
ル待機中」、「リダイヤル中」等のメッセージも表示される。また、送信先ファクシミリ
装置においては、「受信中」、「受信完了」、「受信エラー」等のメッセージが、現在の
通信状況に応じて表示される。
【０００６】
　送信元ファクシミリ装置と送信先ファクシミリ装置が電話回線を介して直接繋がる一般
的なファクシミリ装置の場合、上記のようなメッセージがファクシミリ装置に表示されれ
ば、送信元および送信先の各利用者は、送信元ファクシミリ装置から送信先ファクシミリ
装置への通信状況を知ることができる。
【０００７】
　しかし、上記特許文献１に記載の如く、サーバ装置経由で電子メールの送受信を行う場
合、送信先の利用者は、サーバ装置から送信先通信端末への通信状況を知ることはできて
も、送信元通信端末からサーバ装置への通信状況を、リアルタイムで知ることはできなか
った。
【０００８】
【０００９】
　そのため、送信先の利用者は、送信元通信端末装置からサーバ装置への送信でエラーが
発生すると、サーバ装置から送信先通信端末への送信そのものが行われなくなるので、送
信元通信端末からの送信を受けることができなかったことに気づかないおそれがあり、こ
の点で一般的なファクシミリ装置とは使い勝手が異なっていた。
【００１０】
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　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、システム外の
装置との間でファクシミリ通信方式で画像の受信を行うネットワークファクシミリシステ
ムにおいて、通信端末が中継サーバ経由でシステム外の装置と画像の受信を行うにもかか
わらず、通信端末側にいる通信端末利用者が、中継サーバとシステム外の装置との通信状
況を認識できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以下、本発明において採用した特徴的構成について説明する。
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
【００２２】
【００２３】
【００２４】
【００２５】
【００２６】
【００２７】
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【００３２】
【００３３】
【００３４】
【００３５】
【００３６】
【００３７】
【００３８】
【００３９】
【００４０】
【００４１】
【００４２】
【００４３】
【００４４】
【００４５】
【００４６】
【００４７】
【００４８】
【００４９】
【００５０】
【００５１】
【００５２】
【００５３】
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【００５４】
【００５５】
【００５６】
　以下に説明する本発明の通信端末は、
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムで用いられる通信端末であって、
　前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まってから、前記中継サ
ーバから前記通信端末への画像送信が始まるまでの中継サーバ側処理期間に、ネットワー
クファクシミリシステムによる処理状況を示す処理状況情報を、通信端末利用者に対して
通知する通知手段を備えたことを特徴とする。
【００５７】
　この通信端末において、通知手段は、ネットワークファクシミリシステムによる処理状
況を、通信端末利用者が理解できるような形態で通知可能な手段である。通知手段の具体
的な構成は任意であるが、例えば、ネットワークファクシミリシステムによる処理状況を
、メッセージで表示装置に表示する手段を、通知手段として採用することができる。ある
いは、上記処理状況を表すアイコンを表示装置に表示する手段、上記処理状況を音声で音
声発生装置によりメッセージ音声を出力する手段などを採用してもよい。
【００５８】
　このような通信端末であれば、上記のような中継サーバ側処理期間に、ネットワークフ
ァクシミリシステムによる処理状況を示す処理状況情報を、通信端末利用者に対して通知
することができる。その結果、システム外の送信元から中継サーバへの画像送信そのもの
は、通信端末での画像受信よりも先行して開始されるにもかかわらず、通信端末利用者は
、ネットワークファクシミリシステムによる処理が開始された時点から、その処理状況を
知ることができる。したがって、例えば、システム外の送信元から中継サーバへの送信で
エラーが発生した場合であれば、その情報が、通知手段によりネットワークファクシミリ
システムによる処理状況として通知されることになるので、通信端末側にいる通信端末利
用者はエラーの発生に気づくことができる。
【００５９】
　なお、本発明の通信端末において、前記通知手段は、前記中継サーバから前記通信端末
への画像送信が始まってから、前記中継サーバから前記通信端末への画像送信が終わるま
での通信端末側処理期間にも、前記処理状況情報を通信端末利用者に対して通知するよう
に構成されていると好ましい。
【００６０】
　このように構成された通信端末によれば、中継サーバでの受信開始から通信端末での受
信完了までの全期間にわたって、ネットワークファクシミリシステムによる処理が行われ
ていることを、通知することができる。
【００６１】
　また、本発明の通信端末は、前記中継サーバ側における処理状況を示す状況データを、
前記中継サーバから取得する状況データ取得手段を備えていてもよく、この場合、前記通
知手段は、前記中継サーバ側処理期間には、前記状況データ取得手段によって取得された
前記状況データに基づいて、前記処理状況情報を通信端末利用者に対して通知するように
構成されていると好ましい。
【００６２】
　このように構成された通信端末において、状況データ取得手段は、中継サーバ側におけ
る処理状況を示す状況データを中継サーバから取得し、通知手段は、状況データ取得手段
によって取得された状況データに基づいて、処理状況情報を通信端末利用者に対して通知
する。したがって、中継サーバから通信端末への画像送信状況等、通信端末単独でもある
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程度把握可能な状況の他に、システム外の送信元から中継サーバへの画像送信状況等、中
継サーバ側でしか把握できない状況についても、状況データ取得手段が状況データとして
取得できるので、より詳細な処理状況情報を通信端末利用者に対して通知することができ
る。
【００６３】
　また、本発明の通信端末において、前記通知手段は、前記中継サーバ側処理期間には、
前記状況データ取得手段によって取得された前記状況データに基づいて、前記中継サーバ
側における処理状況を、前記処理状況情報として通信端末利用者に対して通知し、前記中
継サーバから前記通信端末への画像送信が始まってから、前記中継サーバから前記通信端
末への画像送信が終わるまでの通信端末側処理期間には、前記通信端末側における処理状
況を、前記処理状況情報として通信端末利用者に対して通知するように構成されていると
好ましい。
【００６４】
　このように構成された通信端末によれば、中継サーバ側処理期間には、中継サーバ側に
おける処理状況が通信端末利用者に対して通知され、通信端末側処理期間には、通信端末
側における処理状況が通信端末利用者に対して通知されるので、中継サーバ側から通信端
末側へ処理が移行してゆく各段階毎に情報源を切り替えながら、詳細な処理状況情報を通
信端末利用者に対して通知することができる。
【００６５】
　また、本発明の通信端末は、前記中継サーバから送信された前記画像データを受信する
画像データ受信手段と、該画像データ受信手段によって受信された画像データを、印刷ま
たはメモリに格納する画像データ処理手段とを備えていると好ましく、この場合、前記シ
ステム外の送信元から送信されてくるファクシミリデータを受信するファクシミリデータ
受信手段と、該ファクシミリデータ受信手段によって受信した前記ファクシミリデータに
基づいて、前記画像を表す画像データを作成する画像データ作成手段と、該画像データ作
成手段によって作成された前記画像データを送信する画像データ送信手段とを備えた前記
中継サーバから送信されてくる前記画像データを受信するように構成される。
【００６６】
　このように構成された通信端末によれば、画像データ受信手段によって受信された画像
データを、画像データ処理手段によって印刷またはメモリに格納することができ、その際
の処理状況情報を通信端末利用者に対して通知することができる。
【００６７】
　なお、画像データ処理手段が画像データを印刷する場合、画像は直ちに記録紙等の媒体
上に形成される。また、画像データ処理手段が画像データをメモリに格納する場合、画像
は後から任意に処理可能であり、例えば、画像を記録紙等の媒体上に形成することもでき
るし、表示装置の画面上に表示することもできる。また、コンピュータ等での処理が可能
なデータのまま、記録媒体に記録したりネットワークを介して他の機器へ伝送したりする
こともできる。
【００６８】
　また、本発明の通信端末において、前記状況データ取得手段により、前記ファクシミリ
データの受信が受信完了前に終了したことを示す前記状況データを取得した場合に、前記
通知手段は、前記ファクシミリデータの受信が受信完了前に終了したことを示す受信未完
了情報を、前記処理状況情報として通信端末利用者に対して通知するように構成されてい
ると好ましい。
【００６９】
　このように構成された通信端末によれば、ファクシミリデータの受信が受信完了前に終
了したことを、通信端末利用者に対して通知することができるので、中継サーバから通信
端末への送信処理自体に異常がなかった場合でも、通信端末利用者は、中継サーバ側にお
ける受信時に異常があったことを知ることができる。
【００７０】
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　以上、本発明の通信端末について説明したが、上述の如き通信端末を用いてネットワー
クファクシミリシステムを構成する際には、次のような中継サーバを用いることができる
。
【００７１】
　すなわち、以下に説明する本発明の中継サーバは、
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムで用いられる中継サーバであって、
　前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まってから、前記中継サ
ーバから前記通信端末への画像送信を始めるまでの中継サーバ側処理期間に、前記中継サ
ーバにおける処理状況を示す状況データを、前記通信端末へ送信する状況データ送信手段
を備えたことを特徴とする。
【００７２】
　このように構成された中継サーバは、先に説明した状況データ取得手段を備えた通信端
末と組み合わせて用いられ、中継サーバ側でしか把握できない処理状況を、通信端末側に
伝えることができるので、通信端末側において、より詳細な処理状況情報を通信端末利用
者に対して通知できるようになる。
【００７３】
　また、本発明の中継サーバにおいて、前記状況データ送信手段は、前記通信端末に割り
当てられたメールアドレス宛に、前記状況データが含まれる状況通知メールを送信するよ
うに構成されていると好ましい。
【００７４】
　このように構成された中継サーバは、上記状況通知メールを受信可能な通信端末と組み
合わせて用いられ、状況データを電子メール方式で通信端末側に送信することができる。
　また、本発明の中継サーバにおいて、前記状況データ送信手段は、通信端末に割り当て
られたネットワークアドレス宛に、前記状況データが含まれる状況通知パケットを送信す
るように構成されていると好ましい。
【００７５】
　このように構成された中継サーバは、上記状況通知パケットを受信可能な通信端末と組
み合わせて用いられ、状況データをパケット通信方式で通信端末側に送信することができ
る。
【００７６】
　また、本発明の中継サーバは、送信対象となる画像を表すファクシミリデータを受信す
るファクシミリデータ受信手段と、該ファクシミリデータ受信手段によって受信した前記
ファクシミリデータに基づいて、前記画像を表す画像データを作成する画像データ作成手
段と、該画像データ作成手段によって作成された前記画像データを送信する画像データ送
信手段とを備えていると好ましく、この場合、前記中継サーバから送信された前記画像デ
ータを受信する画像データ受信手段と、該画像データ受信手段によって受信された画像デ
ータを、印刷またはメモリに格納する画像データ処理手段とを備えた通信端末へ、前記画
像データを送信するように構成される。
【００７７】
　このように構成された中継サーバによれば、システム外の送信元から中継サーバへファ
クシミリ通信方式で送信されてくる画像を受信し、その画像を通信端末で処理可能なデー
タ形式に変換し、通信端末側へ送信することができ、その際、中継サーバにおける処理状
況を示す状況データを通信端末へ送信することにより、通信端末側において処理状況情報
を通信端末利用者に対して通知することができる。
【００７８】
　また、本発明の中継サーバにおいて、前記ファクシミリデータ受信手段による前記ファ
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クシミリデータの受信が、受信完了前に終了した場合、前記画像データ作成手段は、前記
ファクシミリデータの受信できた部分に相当する部分画像を表す部分画像データを作成し
、前記画像データ送信手段は、前記画像データ作成手段によって作成された前記部分画像
データを送信し、前記状況データ送信手段は、前記ファクシミリデータの受信が受信完了
前に終了したことを示す前記状況データを、前記通信端末へ送信するように構成されてい
ると好ましい。
【００７９】
　このように構成された中継サーバによれば、ファクシミリデータ受信手段によるファク
シミリデータの受信が受信完了前に終了した場合、部分画像を表す部分画像データを通信
端末側へ送信するとともに、ファクシミリデータの受信が受信完了前に終了したことを示
す状況データを通信端末側へ送信する。したがって、受信できた部分画像だけでも通信端
末側へ送信でき、しかも、ファクシミリデータの受信が受信完了前に終了したことを、通
信端末側において通信端末利用者に対して通知することができる。
【００８０】
　なお、以上説明したような通信端末および中継サーバを構成するには、次のような通信
処理プログラムを用いるとよい。
【００８１】
【００８２】
【００８３】
【００８４】
　まず、以下に説明する通信処理プログラムは、
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムで用いられる通信端末に、通信処理を実行させるためのプログラムであって、
　前記通信処理は、
　前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まってから、前記中継サ
ーバから前記通信端末への画像送信が始まるまでの中継サーバ側処理期間に、ネットワー
クファクシミリシステムによる処理状況を示す処理状況情報を、通信端末利用者に対して
通知する通知手順を含む処理である
　ことを特徴とする。
【００８５】
　このような通信処理プログラムを用いれば、ネットワークファクシミリシステムの通信
端末に通信処理を実行させる際、上記のような中継サーバ側処理期間に、ネットワークフ
ァクシミリシステムによる処理状況を示す処理状況情報を、通信端末利用者に対して通知
することができる。
【００８６】
　また、以下に説明する通信処理プログラムは、
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムで用いられる中継サーバに、通信処理を実行させるためのプログラムであって、
　前記通信処理は、
　前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まってから、前記中継サ
ーバから前記通信端末への画像送信を始めるまでの中継サーバ側処理期間に、前記中継サ
ーバにおける処理状況を示す状況データを、前記通信端末へ送信する状況データ送信手順
を含む処理である
　ことを特徴とする。
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【００８７】
　このような通信処理プログラムを用いれば、ネットワークファクシミリシステムの中継
サーバに通信処理を実行させる際、中継サーバ側でしか把握できない処理状況を、通信端
末側に伝えることができるので、通信端末側において、より詳細な処理状況情報を通信端
末利用者に対して通知することができるようになる。
【００８８】
【００８９】
【００９０】
　また、本発明のネットワークファクシミリシステムは、
　システム外の送信元から送信されてくる画像を中継サーバが受信し、該中継サーバから
通信端末へと画像を送信可能で、前記システム外の送信元から前記中継サーバへはファク
シミリ通信方式で画像が送信されるとともに、前記中継サーバから前記通信端末へは両者
間で取り決めた通信方式で画像を送信するように構成されるネットワークファクシミリシ
ステムであって、
　前記通信端末は、前記システム外の送信元から前記中継サーバへの画像送信が始まって
から、前記中継サーバから前記通信端末への画像送信が始まるまでの中継サーバ側処理期
間に、ネットワークファクシミリシステムによる処理状況を示す処理状況情報を、通信端
末利用者に対して通知する通知手段を備えている
　ことを特徴とする。
【００９１】
　このようなネットワークファクシミリシステムによれば、上記のような中継サーバ側処
理期間に、ネットワークファクシミリシステムによる処理状況を示す処理状況情報を、通
信端末利用者に対して通知することができる。
【発明の効果】
【００９２】
　以上説明したように、本発明によれば、システム外の装置との間でファクシミリ通信方
式で画像の送信または受信を行うネットワークファクシミリシステムにおいて、通信端末
が中継サーバ経由でシステム外の装置と画像の受信を行うにもかかわらず、通信端末側に
いる通信端末利用者が、中継サーバとシステム外の装置との通信状況を認識できるように
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９３】
　次に、本発明の実施形態について、より具体的な例を挙げて説明する。
　［第１実施形態］
　以下に説明するネットワークファクシミリシステムは、複数の部屋があるホテル内で運
用されるシステムである。図１は、ネットワークファクシミリシステム全体の概略を示す
構成図である。
【００９４】
　ホテル内には、図１に示すように、ＦＡＸ中継サーバ装置１（本発明でいう中継サーバ
に相当）、ネットワークファクシミリ装置（本発明でいう通信端末に相当）２，３などが
設けられ、これらがＬＡＮ（Local Area Network）４を介して接続されて、本ネットワー
クファクシミリシステムを構成している。
【００９５】
　また、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、公衆回線網（ＰＳＴＮ：Public Switched Telephon
e Networks）６にも接続されており、システム外のファクシミリ装置（例えば、図１中に
例示したＧ３ファクシミリ装置７，８）との間で、ファクシミリ通信方式にて画像を送受
信できるようになっている。
【００９６】
　なお、このネットワークファクシミリシステム内には、実際には、複数のネットワーク
ファクシミリ装置が存在し、それらがホテル内の部屋毎に１台ずつ設置されている。ただ
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し、それら複数のネットワークファクシミリ装置に差異はないので、図１においては、２
台のネットワークファクシミリ装置２，３だけを例示してある。
【００９７】
　図２は、ネットワークファクシミリ装置２，３の制御系を示す構成図である。
　ネットワークファクシミリ装置２，３は、ネットワークファクシミリ装置２，３の各部
を制御するＣＰＵ２１と、各種プログラムおよび各種データを記憶するＲＯＭ２２と、動
的に発生する各種データを一時的に格納するＲＡＭ２３と、ファクシミリ画像等のデジタ
ルデータまたはアナログ信号のいずれか一方を他方に変換するモデム２４と、原稿から送
信対象となる画像を読み取るためのスキャナ３１と、画像を印刷するためのプリンタ３２
と、ネットワークファクシミリ装置２，３に指令を与える際に通信端末利用者（本実施形
態の場合、ホテル内各部屋の利用客を想定）が操作する操作パネル３３と、メッセージや
その他の情報を表示可能なＬＣＤ３４と、パーソナルコンピュータ等を接続するために設
けられたＵＳＢ（Universal Serial Bus）ポートなどのＰＣインタフェース３５と、ＭＨ
／ＭＲ／ＭＭＲ等の符号化方式で画像を符号化する符号器４１と、ＭＨ／ＭＲ／ＭＭＲ等
の符号化方式で符号化された画像を復号する復号器４２と、公衆回線網６を介して通信を
行うための通信制御を行う回線制御部４３と、ＬＡＮ４を介して通信を行うために必要と
なる各種データを記憶するＬＡＮ制御用メモリ４４と、簡易ネットワーク管理プロトコル
（ＳＮＭＰ：Simple Network Management Protocol）による送受信制御を行うことにより
、ＦＡＸ中継サーバ装置１側での処理状況に関するデータを受け取るＳＮＭＰ制御部４５
と、簡易メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ：Simple Mail Transfer Protocol）による受
信制御を行うことにより、ＦＡＸ中継サーバ装置１からの電子メールを受信するＳＭＴＰ
受信制御部４６と、電子メールの送信制御を行うことにより、ＦＡＸ中継サーバ装置１へ
電子メールを送信するメール送信制御部４７と、ＬＡＮ４を介して通信を行うための通信
制御を行うＬＡＮ制御部４８などを備えている。
【００９８】
　なお、ネットワークファクシミリ装置２，３自体は、本ネットワークファクシミリシス
テムにおける通信端末としてのみ利用される専用品ではなく、単体で公衆回線網６に接続
して利用することも想定して設計された汎用品である。そのため、ネットワークファクシ
ミリ装置２，３は、上記モデム２４および回線制御部４３を備えており、公衆回線網６と
の接続（図２中の破線参照）が可能となっている。ただし、ネットワークファクシミリ装
置２，３を、本ネットワークファクシミリシステムにおける通信端末として利用する上で
は、公衆回線網６に接続する必要はない。そのため、本実施形態において、ネットワーク
ファクシミリ装置２，３は、ＬＡＮ４のみに接続され、公衆回線網６には接続されないま
ま利用される。それ故、ホテル内の各部屋には、ネットワークファクシミリ装置２，３を
公衆回線網６に接続するため設備を、一切導入しなくてもよい。
【００９９】
　図３は、ＦＡＸ中継サーバ装置１の制御系を示す構成図である。
　ＦＡＸ中継サーバ装置１は、パーソナルコンピュータ（またはワークステーション）に
よって構成されるもので、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を中心に構成された制御部、キーボ
ードやポインティングデバイスなどで構成される入力部、ディスプレイなどの出力部、Ｈ
ＤＤなどの記憶デバイス、ＬＡＮ４に接続するためのネットワークＩ／Ｆ、および公衆回
線網６に接続するためのモデム等のハードウェア、および、ＯＳ（Operating System）や
各種アプリケーションプログラム等のソフトウェアを備え、これらハードウェアおよびソ
フトウェアにより、ＳＭＴＰ受信部５１、ＦＡＸ通信管理部５２、ＳＭＴＰ送信部５３、
管理テーブル管理部５４、操作ＩＦ管理部５５、ＵＤＰ通信部５６、ＳＮＭＰ送信部５７
等が構成されている。また、ＦＡＸ中継サーバ装置１が備える記憶デバイスには、送受信
データＤＢ６１、管理テーブル６２等のファイル群が格納されている。
【０１００】
　ＳＭＴＰ受信部５１は、簡易メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ）による受信制御を行う
ことにより、ネットワークファクシミリ装置２，３のメール送信制御部４７から送信され
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る電子メールを受信し、その電子メールを送受信データＤＢ６１に格納する。
【０１０１】
　ＦＡＸ通信管理部５２は、ネットワークファクシミリ装置２，３側から受信して送受信
データＤＢ６１に格納された電子メール中に含まれる画像データの表す画像を、ファクシ
ミリ通信方式で送信するためのファクシミリデータに変換して公衆回線網６側へ送信する
。また、ＦＡＸ通信管理部５２は、公衆回線網６側から受信したファクシミリデータの表
す画像を、ネットワークファクシミリ装置２，３において処理可能なデータ形式の画像デ
ータに変換して送受信データＤＢ６１に格納する。
【０１０２】
　ＳＭＴＰ送信部５３は、公衆回線網６側から受信して送受信データＤＢ６１に格納され
た画像データが添付ファイルとして添付された電子メールを、ネットワークファクシミリ
装置２，３へと送信する。
【０１０３】
　管理テーブル管理部５４は、管理テーブル６２に格納されている各種テーブル（メール
アドレス管理テーブル、電話番号使用状態テーブル、およびチェックイン管理テーブル（
図１７参照；詳細は後述））に関し、データの記録、更新等の管理を行う。
【０１０４】
　操作ＩＦ管理部５５は、システム管理者（本実施形態では、ホテルの従業員を想定）が
ＦＡＸ中継サーバ装置１の入力部を操作して所定の操作（例えば、後述するチェックイン
、チェックアウトに応じた操作）を行った際に、それらの操作に応じたデータ更新指令を
、管理テーブル管理部５４に与える。
【０１０５】
　ＵＤＰ通信部５６は、ＵＤＰ（User Datagram Protocol）により、ネットワークファク
シミリ装置２，３との間でパケット通信方式の通信を行うためのインタフェースで、本実
施形態においては、主に、ネットワークファクシミリ装置２，３との間で電子メール方式
の通信ができるようにするための設定を行う際に利用される。
【０１０６】
　ＳＮＭＰ送信部５７は、ネットワークファクシミリ装置２，３に対して、ＦＡＸ中継サ
ーバ装置１側での処理状況に関するデータを送信する。
　以上のように構成されたＦＡＸ中継サーバ装置１とネットワークファクシミリ装置２，
３との間では、伝送対象となるデータの種類、データのサイズ、各機器の運用状況等に応
じて、ＵＤＰによるデータ通信、ＳＮＭＰによるデータ通信、電子メールによるデータ通
信などが行われる。
【０１０７】
　なお、本実施形態においては、上述の通り、ＦＡＸ中継サーバ装置１およびネットワー
クファクシミリ装置２，３それぞれが、メールクライアントとしての機能とＳＭＴＰサー
バとしての機能を有し、一方がメールクライアント、他方がＳＭＴＰサーバとして機能す
ることにより、一方から他方への電子メールによるデータ通信を実現している。
【０１０８】
　ただし、電子メールによるデータ通信の実現方法は他にもあり、電子メールの具体的な
伝送方法については、任意に設計変更が可能である。例えば、メールクライアント側とサ
ーバ側との間で、電子メールの伝送を行うプロトコルとしては、ＳＭＴＰの他に、ポスト
・オフィス・プロトコル（ＰＯＰ：Post Office Protocol）もある。したがって、ＦＡＸ
中継サーバ装置１およびネットワークファクシミリ装置２，３のうち、一方がＰＯＰサー
バ機能、他方がメールクライアント機能を備えていても、一方の側にあるメールボックス
から他方の側にあるメールクライアントが電子メールを取り出すことで、一方から他方へ
の電子メールによるデータ通信を実現できる。また、ＰＯＰの代わりにＩＭＡＰ（Intern
et Message Access Protocol）を用いてもよい。
【０１０９】
　また、一方から他方、他方から一方への電子メール伝送時に利用するプロトコルは、そ
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れぞれ任意に選択でき、双方をＳＭＴＰまたはＰＯＰとしてもよいし、一方をＳＭＴＰ、
他方をＰＯＰとしてもよい。したがって、ＦＡＸ中継サーバ装置１またはネットワークフ
ァクシミリ装置２，３のいずれか一方にのみＳＭＴＰサーバ機能およびＰＯＰサーバ機能
を設けて、他方にはメールクライアント機能のみを設けるといった構成も可能である。
【０１１０】
　さらに、上記の各例は、ＦＡＸ中継サーバ装置１やネットワークファクシミリ装置２，
３自体が、ＳＭＴＰサーバ機能やＰＯＰサーバ機能を備えている例であるが、この他、Ｌ
ＡＮ４を介して通信可能なサーバコンピュータを何台か用意し、その中にＳＭＴＰサーバ
やＰＯＰサーバを設けておけば、ＦＡＸ中継サーバ装置１やネットワークファクシミリ装
置２，３にはメールクライアント機能を設けるだけでも、ＳＭＴＰサーバやＰＯＰサーバ
を介して電子メールによるデータ通信を実現できる。
【０１１１】
　すなわち、本実施形態の説明の中では、システム構成を簡潔に説明できるようにするた
め、本システムの特徴を説明する上で必要となるノードしか示していないが、上述の如く
、ＬＡＮ４を介して通信可能なサーバコンピュータを何台か用意して公知の分散処理シス
テムを構成すれば、本実施形態においてＦＡＸ中継サーバ装置１やネットワークファクシ
ミリ装置２，３によって提供されている機能を、別のサーバコンピュータに提供させるこ
とも可能なのである。
【０１１２】
　ＦＡＸ中継サーバ装置１が備えていてもＬＡＮ４に接続された別のサーバコンピュータ
が備えていてもよい機能の具体例としては、上記ＳＭＴＰサーバ機能やＰＯＰサーバ機能
の他、ＦＡＸ中継サーバ装置１やネットワークファクシミリ装置２，３に対してＩＰアド
レスを付与するＤＨＣＰ（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ機能、電子メ
ール中で利用されるメールアドレス（ドメイン名）をネットワークアドレスに変換するネ
ームサーバ機能等がある。ただし、これらＤＨＣＰサーバ機能やネームサーバ機能そのも
のは、本発明の要部ではないので、本実施形態においては、ＤＨＣＰサーバまたはシステ
ム管理者の操作によるＩＰアドレスの付与が行われ、ＬＡＮ４内で適宜ネームサーバ機能
を利用できるとの前提で、以降の説明を続ける。
【０１１３】
　次に、本ネットワークファクシミリシステムの動作態様について説明する。なお、以下
の説明では、次のような初期設定がなされているものとして説明を行う。
　まず、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、自身のメールアドレスとして“FAX_SERVER@br.co.j
p”を使用し、公衆回線網６への接続電話回線として複数回線を利用でき、それらの回線
利用時に“052-123-4567”および“052-876-5432”を含む複数通りの電話番号（発信番号
／着信番号）が利用されるようになっている。
【０１１４】
　また、ネットワークファクシミリ装置２は、メール送信のためのＳＭＴＰサーバとして
ＦＡＸ中継サーバ装置１を利用、自身のメールアドレスとして“IFAX1@br.co.jp”、送信
宛先メールアドレスとして“FAX_SERVER@br.co.jp”を利用するため、これらの情報を記
憶している。また、ネットワークファクシミリ装置２には、ＦＡＸ中継サーバ装置１が利
用可能な複数通りの電話番号のうち、“052-876-5432”が割り当てられており、ネットワ
ークファクシミリ装置２は、割り当てられた電話番号も記憶している。
【０１１５】
　さらに、ネットワークファクシミリ装置３は、メール送信のためのＳＭＴＰサーバとし
てＦＡＸ中継サーバ装置１を利用、自身のメールアドレスとして“IFAX2@br.co.jp”、送
信宛先メールアドレスとして“FAX_SERVER@br.co.jp”を利用するため、これらの情報を
記憶している。また、ネットワークファクシミリ装置３には、ＦＡＸ中継サーバ装置１が
利用可能な複数通りの電話番号のうち、電話番号として“052-123-4567”が割り当てられ
ており、ネットワークファクシミリ装置３は、割り当てられた電話番号も記憶している。
【０１１６】



(14) JP 4062267 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

　ネットワークファクシミリ装置２，３において、自身のメールアドレスや電話番号は、
ＦＡＸ中継サーバ装置１から割り当てられるものであるが、この割り当て処理に関する説
明は、後から別途詳述する。ＦＡＸ中継サーバ装置１には、メールアドレス管理テーブル
が用意され（図１７（ａ）参照）、このメールアドレス管理テーブルには、ネットワーク
ファクシミリ装置２，３に割り当てた電話番号、メールアドレス、ＩＰアドレス、および
ネットワークファクシミリ装置２，３が設置されている部屋の部屋番号が、関連づけられ
た状態で格納されている。
【０１１７】
　以上のような初期設定がなされていることを前提として、まず、本ネットワークファク
シミリシステムによるファクシミリ送信処理について説明する。本ネットワークファクシ
ミリシステムによるファクシミリ送信処理を実現するための処理としては、ネットワーク
ファクシミリ装置２において実行されるネットワークファクシミリ装置側送信処理、およ
びＦＡＸ中継サーバ装置１において実行されるＦＡＸ中継サーバ装置側送信処理がある。
【０１１８】
　まず、ネットワークファクシミリ装置側送信処理について、図４～図７のフローチャー
トを参照しながら説明する。なお、図４～図７のフローチャートには、各処理ステップの
段階でＬＣＤ３４に表示されるメッセージを併記してある。
【０１１９】
　ネットワークファクシミリ装置側送信処理を開始すると、ネットワークファクシミリ装
置２は、図４に示すように、送信原稿のセットを受け付ける状態で待機する（Ｓ１０）。
この段階では、ＬＣＤ３４にメッセージは表示されていない（Ｌ１０）。通信端末利用者
が送信原稿をセットすると、ネットワークファクシミリ装置２は、送信先電話番号の入力
を受け付ける状態で待機する（Ｓ２０）。通信端末利用者が操作パネル３３を使用して電
話番号を入力すると、ネットワークファクシミリ装置２は、入力された数字を順にＬＣＤ
３４に表示してゆくことにより、電話番号の表示を行う（Ｌ２０）。
【０１２０】
　続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、ＳＴＡＲＴボタンの押下を受け付ける状
態で待機する（Ｓ３０）。通信端末利用者が操作パネル３３上にあるＳＴＡＲＴボタンを
押下すると、ネットワークファクシミリ装置２は、ＬＣＤ３４の表示を“Reading”に切
り替える（Ｌ３０）。
【０１２１】
　そして、ネットワークファクシミリ装置２は、送信宛先メールアドレスを作成する（Ｓ
４０）。このＳ４０の処理では、ＦＡＸ中継サーバ装置１のメールアドレス“FAX_SERVER
@br.co.jp”と、Ｓ２０の処理において入力された電話番号とに基づいて、電子メールの
ヘッダ中にある「Ｔｏフィールド」の記述を作成する処理が行われる。より具体的には、
本実施形態においては、例えば電話番号が“0312345678”であれば、“To: FAX_SERVER@b
r.co.jp(FAX#0312345678)”と記述された「Ｔｏフィールド」が作成される。
【０１２２】
　続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、スキャナ３１による送信原稿の読取処理
を行い（Ｓ５０）、読み取った送信画像データをメール添付ファイル用のフォーマットに
変換する（Ｓ６０）。メール添付ファイル用のフォーマットは、ＦＡＸ中継サーバ装置１
との取り決めさえできていれば任意であるが、本実施形態においては、モノクロ画像デー
タの場合はＴＩＦＦフォーマット、カラー画像データの場合はＪＰＥＧフォーマットに変
換される。
【０１２３】
　そして、ネットワークファクシミリ装置２は、送信メールを作成する（Ｓ７０）。この
Ｓ７０の処理で作成される送信メールは、上記Ｓ４０の処理で作成された「Ｔｏフィール
ド」、Ｓ６０の処理で作成された添付ファイルを含むものであり、例えば、図１８に例示
するような、添付ファイル付きの形式を持った電子メールデータとなる。なお、この電子
メールデータ中の具体的な記述内容や記述形式については、ＦＡＸ中継サーバ装置１との
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取り決めさえできていれば任意である。
【０１２４】
　続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、ダイヤル中表示を行う（Ｓ８０）。具体
的には、ＬＣＤ３４の表示を“Dialing”に切り替える（Ｌ４０）。そして、ＦＡＸ中継
サーバ装置１をＳＭＴＰサーバとして利用して、ＳＭＴＰによるメールの送信を開始し（
Ｓ９０）、Ｓ７０で作成したメールを送信したら、メールの送信を終了する（Ｓ１００）
。
【０１２５】
　そして、Ｓ１００の処理を終えたら、引き続いて図５に示すＳ１１０の処理へと移行し
、ネットワークファクシミリ装置２は、ＦＡＸ中継サーバ装置１からダイヤル送信開始通
知を受信する状態（受信待機状態）になる（Ｓ１１０）。ダイヤル送信開始通知は、ＦＡ
Ｘ中継サーバ装置１側での処理に関する情報をネットワークファクシミリ装置２側へ伝達
するために送信される状況データの一種であり、このダイヤル送信開始通知を受信したネ
ットワークファクシミリ装置２側では、ＦＡＸ中継サーバ装置１側での処理に関し、初回
の発呼が開始されているのか、あるいは、リダイヤルによる発呼が開始されているのかを
認識することができる。なお、本実施形態においては、ＦＡＸ中継サーバ装置１からネッ
トワークファクシミリ装置２へ電子メール方式で、ダイヤル送信開始通知が送信される。
【０１２６】
　Ｓ１１０の処理において、ネットワークファクシミリ装置２が電子メールを受信したら
、続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、Ｓ１１０の処理によって受信した通知（
電子メール）が、ＦＡＸ中継サーバ装置１からの通知か否かを判断する（Ｓ１１５）。具
体的には、ネットワークファクシミリ装置２が受信した電子メールの送信元アドレスが、
ＦＡＸ中継サーバ装置１の電子メールアドレスであるか否かにより、ＦＡＸ中継サーバ装
置１からの通知か否かを判断する。また、Ｓ１１５の処理の結果、ＦＡＸ中継サーバ装置
１からの通知であった場合は（Ｓ１１５：ＹＥＳ）、当該通信（＝送信元であるネットワ
ークファクシミリ装置２からシステム外の送信先への通信）の通知情報か否かを判断する
（Ｓ１２０）。具体的には、ネットワークファクシミリ装置２が受信した電子メール中に
は、上記Ｓ９０の処理で送信した電子メール中に含まれる送信先電話番号が記述されてお
り、この送信先電話番号が記述されているか否かにより、当該通信の通知情報か否かを判
断する。
【０１２７】
　Ｓ１２０の処理の結果、当該通信の通知情報であった場合は（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、後
述するＳ１３０の処理へと移行する。一方、Ｓ１１５の処理においてＦＡＸ中継サーバ装
置１からの通知でなかった場合（Ｓ１１５：ＮＯ）、あるいは、Ｓ１２０の処理において
当該通信の通知情報でなかった場合は（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、Ｓ１１０の処理へと戻るこ
とにより、再びダイヤル送信開始通知を受信する状態（受信待機状態）になる。
【０１２８】
　さて、Ｓ１３０の処理へと移行した場合、ネットワークファクシミリ装置２は、リダイ
ヤルかどうかを判断する（Ｓ１３０）。リダイヤルかどうかは、後述するＳ２２０～Ｓ２
３０の処理を経てＳ１３０の処理へと戻ってきたのか否かにより判断されるが、最初はま
だＳ２２０～Ｓ２３０の処理には移行していないので（Ｓ１３０：ＮＯ）、Ｓ１５０の処
理へと移行することになる。一方、後述するＳ２２０～Ｓ２３０の処理を経てＳ１３０の
処理へと戻ってきた場合（Ｓ１３０：ＹＥＳ）、ネットワークファクシミリ装置２は、ダ
イヤル中表示を行う（Ｓ１４０）。このＳ１４０の処理は、Ｓ８０と同様の処理であり、
具体的には、ＬＣＤ３４の表示を“Dialing”に切り替える（Ｌ４０）。Ｓ２２０～Ｓ２
３０の処理を経てＳ１３０の処理へと戻ってきた場合、ＬＣＤ３４の表示が消えているが
、Ｓ１４０の処理を実行することで、メッセージが再表示されることになる。
【０１２９】
　こうしてＳ１３０の処理で否定判断されるかＳ１４０の処理を実行すると、続いて、ネ
ットワークファクシミリ装置２は、ＦＡＸ中継サーバ装置１からＦＡＸ送信開始通知を受
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信する状態（受信待機状態）になる（Ｓ１５０）。ＦＡＸ送信開始通知も、先に説明した
ダイヤル送信開始通知と同様、ＦＡＸ中継サーバ装置１側での処理に関する情報をネット
ワークファクシミリ装置２側へ伝達するために送信される状況データの一種であり、この
ＦＡＸ送信開始通知を受信したネットワークファクシミリ装置２側では、ＦＡＸ中継サー
バ装置１側での処理に関し、システム外の送信先に対してファクシミリデータの送信を開
始したのか、送信エラーとなったのか、リダイヤル待機状態となったのか、以上３つの結
果のいずれかを認識することができる。なお、本実施形態においては、ＦＡＸ中継サーバ
装置１からネットワークファクシミリ装置２へ電子メール方式で、ＦＡＸ送信開始通知が
送信される。
【０１３０】
　Ｓ１５０の処理において、ネットワークファクシミリ装置２が電子メールを受信したら
、続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、Ｓ１５０の処理によって受信したＦＡＸ
送信開始通知（電子メール）に基づき、ＦＡＸ中継サーバ装置１が、システム外の送信先
に対してファクシミリデータの送信を開始したのか、送信エラーとなったのか、リダイヤ
ル待機状態となったのかを判断する（Ｓ１６０）。
【０１３１】
　Ｓ１６０の処理において、ＦＡＸ中継サーバ装置１がシステム外の送信先に対してファ
クシミリデータの送信を開始したと判断した場合（Ｓ１６０：送信開始）、引き続いて図
６に示すＳ１７０の処理へと移行し、ネットワークファクシミリ装置２は、送信中表示を
行う（Ｓ１７０）。具体的には、ＬＣＤ３４の表示を“Sending”に切り替える（Ｌ５０
）。
【０１３２】
　続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、ＦＡＸ中継サーバ装置１からＦＡＸ送信
終了通知を受信する状態（受信待機状態）になる（Ｓ１８０）。ＦＡＸ送信終了通知も、
先に説明したダイヤル送信開始通知、ＦＡＸ送信開始通知と同様、ＦＡＸ中継サーバ装置
１側での処理に関する情報をネットワークファクシミリ装置２側へ伝達するために送信さ
れる状況データの一種であり、このＦＡＸ送信終了通知を受信したネットワークファクシ
ミリ装置２側では、ＦＡＸ中継サーバ装置１側での処理に関し、システム外の送信先に対
してファクシミリデータの正常に送信できたのか、送信エラーとなったのか、以上２つの
結果のいずれかを認識することができる。なお、本実施形態においては、ＦＡＸ中継サー
バ装置１からネットワークファクシミリ装置２へ電子メール方式で、ＦＡＸ送信終了通知
が送信される。
【０１３３】
　Ｓ１８０の処理で受信するメールは、例えば、図１９に例示するような記述がなされた
もので、このメール中には、ＦＡＸ中継サーバ装置１からシステム外の送信先へのファク
シミリデータの送信に関し、通信時間、送信ページ数、通信モードなどの通信結果情報が
記述されている。ただし、この電子メールデータ中の具体的な記述内容や記述形式につい
ては、ＦＡＸ中継サーバ装置１との取り決めさえできていれば任意である。
【０１３４】
　Ｓ１８０の処理において、ネットワークファクシミリ装置２が電子メールを受信したら
、続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、Ｓ１８０の処理によって受信した通知（
電子メール）に基づき、ＦＡＸ中継サーバ装置１が、システム外の送信先に対してファク
シミリデータを正常に送信できたのか、送信エラーとなったのかを判断する（Ｓ１９０）
。
【０１３５】
　ここで、Ｓ１９０の処理において、正常に送信できたと判断された場合は（Ｓ１９０：
正常送信）、通信管理レポートの登録を行う（Ｓ２００）。このとき、ネットワークファ
クシミリ装置２は、ＬＣＤ３４の表示を消去する（Ｌ６０）。そして、Ｓ２００の処理を
終えたら、本処理を終了する。
【０１３６】
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　一方、Ｓ１９０の処理において送信エラーと判断された場合（Ｓ１９０：送信エラー）
、あるいは上記Ｓ１６０の処理において送信エラーと判断された場合は（Ｓ１６０：送信
エラー）、送信エラー表示を２秒間行う（Ｓ２１０）。具体的には、ＬＣＤ３４の表示を
、２秒間だけ“Sending Error”とする（Ｌ７０）。そして、上記Ｓ２００の処理へと移
行して、通信管理レポートの登録を行い（Ｓ２００）、本処理を終了する。
【０１３７】
　なお、通信管理レポートには、ＦＡＸ送信終了通知によって受け取った情報等が格納さ
れており、後から別途通信管理レポートの印刷や表示を行えば、ネットワークファクシミ
リ装置２を利用したネットワークファクシミリシステムによる通信に関し、図２８に示す
ような形式のレポートを印刷ないし表示することができる。ネットワークファクシミリ装
置２自体は、実際には、ＦＡＸ中継サーバ装置１との間で電子メールの送受信等を実施し
ているだけであるが、通信管理レポートとしては、ＦＡＸ中継サーバ装置１側でしか取得
できない情報も記録され、これにより、公衆回線網に直接接続される一般的なファクシミ
リ装置と同等な通信管理レポートが、ネットワークファクシミリ装置２に登録されるので
ある。
【０１３８】
　以上の他、上記Ｓ１６０の処理においてリダイヤルと判断された場合は（Ｓ１６０：リ
ダイヤル）、引き続いて図７に示すＳ２２０の処理へと移行し、ネットワークファクシミ
リ装置２は、再ダイヤル待機中表示を２秒間行う（Ｓ１７０）。具体的には、ＬＣＤ３４
の表示を、２秒間だけ“Awaiting Redial”とする（Ｌ８０）。そして、ネットワークフ
ァクシミリ装置２は、ＬＣＤ３４の表示を通常待機表示とし（Ｓ２３０）、ＬＣＤ３４の
表示は消去される（Ｌ９０）。そして、Ｓ２３０の処理を終えると、図５に示したＳ１１
０の処理へと戻り、上述したＳ１１０の処理が繰り返されることになる。
【０１３９】
　次に、ＦＡＸ中継サーバ装置側送信処理について、図８～図９のフローチャートを参照
しながら説明する。
　ＦＡＸ中継サーバ装置側送信処理を開始すると、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ＳＭＴＰ
サーバとして機能することにより、ＳＭＴＰによりネットワークファクシミリ装置２側か
ら送信されてくる電子メールの受信を開始し（Ｓ３１０）、電子メールを受信したら、電
子メールの受信を終了する（Ｓ３２０）。このＳ３１０～Ｓ３２０の処理は、先に説明し
たネットワークファクシミリ装置２側のＳ９０～Ｓ１００の処理に対応するものである。
【０１４０】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、受信した電子メールの中から、送信宛先電話番号
を抽出する（Ｓ３３０）。送信宛先電話番号は、先に説明したネットワークファクシミリ
装置２側のＳ４０の処理において、電子メール中の「Ｔｏフィールド」に組み込まれてい
る。
【０１４１】
　また、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、受信した電子メールの中から、送信元メールアドレ
スを抽出し（Ｓ３４０）、この送信元メールアドレスをキーにして、メールアドレス管理
テーブル（図１７（ａ）参照）を検索し、送信元メールアドレスに対応する電話番号を、
送信元電話番号として抽出する（Ｓ３５０）。具体例を交えて説明すると、ＦＡＸ中継サ
ーバ装置１がネットワークファクシミリ装置２から電子メールを受信した場合、Ｓ３４０
の処理によって抽出される送信元メールアドレスは“IFAX1@br.co.jp”であり、Ｓ３５０
の処理により、送信元メールアドレス“IFAX1@br.co.jp”をキーにしてメールアドレス管
理テーブル（図１７（ａ）参照）を検索すると、送信元メールアドレス“IFAX1@br.co.jp
”に対応づけられた電話番号“052-876-5432”が抽出されることになる。
【０１４２】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、受信した電子メール中の添付ファイルから、ファ
クシミリ送信データを復号し（Ｓ３６０）、ネットワークファクシミリ装置２に対してダ
イヤル送信開始通知（通常）［注：括弧内は各通知に含まれる通知内容；以下同様］を送
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信する（Ｓ３７０）。このダイヤル送信開始通知は、既に説明した通り、ＦＡＸ中継サー
バ装置１側での処理に関する情報をネットワークファクシミリ装置２側へ伝達するために
送信される状況データの一種であり、実態は先に説明したネットワークファクシミリ装置
２側のＳ１１０の処理で受信される電子メールである。
【０１４３】
　さて、ダイヤル送信開始通知を送信したら、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ダイヤルを開
始する（Ｓ３８０）。ＦＡＸ中継サーバ装置１は、公衆回線網６への接続電話回線として
複数回線を利用できるが、Ｓ３５０の処理で抽出した送信元電話番号が発信番号となるよ
うに１つの回線が選定され、その回線を利用して、Ｓ３３０の処理で抽出した送信宛先電
話番号に対して発呼する。
【０１４４】
　続いて、図９に示すＳ３９０の処理へと移行し、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、回線接続
完了か否かを判断する（Ｓ３９０）。
　Ｓ３９０の処理において、システム外の送信先との回線接続が完了したと判断した場合
（Ｓ３９０：ＹＥＳ）、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ネットワークファクシミリ装置２に
対してＦＡＸ送信開始通知（送信開始）を送信する（Ｓ４００）。このＦＡＸ送信開始通
知も、既に説明した通り、ＦＡＸ中継サーバ装置１側での処理に関する情報をネットワー
クファクシミリ装置２側へ伝達するために送信される状況データの一種であり、実態は先
に説明したネットワークファクシミリ装置２側のＳ１５０の処理で受信される電子メール
である。
【０１４５】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、システム外の送信先へＦＡＸ送信を開始し（Ｓ４
１０）、ファクシミリ通信方式による送信を行ったら、ＦＡＸ送信を終了する（Ｓ４２０
）。そして、ＦＡＸ送信が成功したか否かを判断する（Ｓ４３０）。
【０１４６】
　ここで、ＦＡＸ送信が成功していれば（Ｓ４３０：ＹＥＳ）、ＦＡＸ送信終了通知（正
常送信）を送信して（Ｓ４４０）、本処理を終了する。また、ＦＡＸ送信が成功していな
ければ（Ｓ４３０：ＮＯ）、ＦＡＸ送信終了通知（送信エラー）を送信して（Ｓ４５０）
、本処理を終了する。これらのＦＡＸ送信終了通知は、既に説明した通り、ＦＡＸ中継サ
ーバ装置１側での処理に関する情報をネットワークファクシミリ装置２側へ伝達するため
に送信される状況データの一種であり、実態は先に説明したネットワークファクシミリ装
置２側のＳ１８０の処理で受信される電子メールである。
【０１４７】
　一方、上記Ｓ３９０の処理において、システム外の送信先との回線接続が完了していな
いと判断した場合（Ｓ３９０：ＮＯ）、リダイヤル回数が２回以下か３回以上かを判断す
る（Ｓ４６０）。
【０１４８】
　Ｓ４６０の処理において、リダイヤル回数が２回以下の場合（Ｓ４７０：２回以下）、
ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ネットワークファクシミリ装置２に対してＦＡＸ送信開始通
知（redial）を送信する（Ｓ４７０）。そして、リダイヤル待機状態となり（Ｓ４８０）
、５分間が経過したら、ネットワークファクシミリ装置２に対してダイヤル送信開始通知
（リダイヤル）を送信する（Ｓ４９０）。そして、Ｓ４９０の処理を終えたら、図８に示
したＳ３８０の処理へと戻ることにより、再びダイヤルを開始する。
【０１４９】
　一方、Ｓ４６０の処理において、リダイヤル回数が３回以上の場合（Ｓ４６０：３回以
上）、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ＦＡＸ送信終了通知（送信エラー）を送信して（Ｓ５
００）、本処理を終了する。
【０１５０】
　以上説明したようなネットワークファクシミリ装置側送信処理とＦＡＸ中継サーバ装置
側送信処理が並行して実行され、その結果、本ネットワークファクシミリシステムによる
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ファクシミリ送信処理が実現され、ネットワークファクシミリ装置２からＦＡＸ中継サー
バ装置１経由でシステム外の送信先へ、ファクシミリ画像を伝送することができる。
【０１５１】
　次に、本ネットワークファクシミリシステムによるファクシミリ受信処理について説明
する。本ネットワークファクシミリシステムによるファクシミリ受信処理を実現するため
の処理としては、ネットワークファクシミリ装置２において実行されるネットワークファ
クシミリ装置側受信処理、およびＦＡＸ中継サーバ装置１において実行されるＦＡＸ中継
サーバ装置側受信処理がある。
【０１５２】
　まず、ネットワークファクシミリ装置側受信処理について、図１０～図１１のフローチ
ャートを参照しながら説明する。なお、図１０～図１１のフローチャートには、各処理ス
テップの段階でＬＣＤ３４に表示されるメッセージを併記してある。
【０１５３】
　ネットワークファクシミリ装置側受信処理を開始すると、ネットワークファクシミリ装
置２は、図１０に示すように、ＦＡＸ中継サーバ装置１からＦＡＸ受信開始通知を受信す
る状態（受信待機状態）になる（Ｓ１０１０）。ＦＡＸ受信開始通知は、ＦＡＸ中継サー
バ装置１側での処理に関する情報をネットワークファクシミリ装置２側へ伝達するために
送信される状況データの一種であり、このＦＡＸ受信開始通知を受信したネットワークフ
ァクシミリ装置２側では、ＦＡＸ中継サーバ装置１側において、システム外の送信元から
送信されてくるファクシミリデータの受信を開始したことを認識することができる。なお
、本実施形態においては、ＦＡＸ中継サーバ装置１からネットワークファクシミリ装置２
へ電子メール方式で、ＦＡＸ受信開始通知が送信される。また、Ｓ１０１０の処理を開始
した時点では、ＬＣＤ３４には何も表示されない（Ｌ１１０）。
【０１５４】
　Ｓ１０１０の処理において、ネットワークファクシミリ装置２が電子メールを受信した
ら、続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、Ｓ１０１０の処理によって受信した通
知（電子メール）が、ＦＡＸ中継サーバ装置１からの通知か否かを判断する（Ｓ１０２０
）。具体的には、ネットワークファクシミリ装置２が受信した電子メールの送信元アドレ
スが、ＦＡＸ中継サーバ装置１の電子メールアドレスであるか否かにより、ＦＡＸ中継サ
ーバ装置１からの通知か否かを判断する。また、Ｓ１０２０の処理の結果、ＦＡＸ中継サ
ーバ装置１からの通知であった場合は（Ｓ１０２０：ＹＥＳ）、適正な受信開始通知であ
るか否かを確認する（Ｓ１０３０）。具体的には、ネットワークファクシミリ装置２が受
信した電子メール中に記述された送信先メールアドレスが、ネットワークファクシミリ装
置２に割り当てられたメールアドレスであるか否か、同電子メール中に記述された送信先
電話番号が、ネットワークファクシミリ装置２に割り当てられた電話番号であるか否かを
確認する。
【０１５５】
　Ｓ１０３０の処理の結果、確認結果がＯＫであった場合は（Ｓ１０３０：ＯＫ）、後述
するＳ１０４０の処理へと移行する。一方、Ｓ１０２０の処理においてＦＡＸ中継サーバ
装置１からの通知でなかった場合（Ｓ１０２０：ＮＯ）、あるいは、Ｓ１０３０の処理に
おいて確認結果がＮＧであった場合は（Ｓ１０３０：ＮＧ）、そのまま本処理を終了する
（図１１参照）。
【０１５６】
　さて、Ｓ１０４０の処理へと移行した場合、ネットワークファクシミリ装置２は、受信
中表示を行う（Ｓ１０４０）。具体的には、ＬＣＤ３４の表示を“Receiving”に切り替
える（Ｌ１２０）。続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、ＦＡＸ中継サーバ装置
１からＦＡＸ受信終了通知を受信する状態（受信待機状態）になる（Ｓ１０５０）。ＦＡ
Ｘ受信終了通知も、ＦＡＸ中継サーバ装置１側での処理に関する情報をネットワークファ
クシミリ装置２側へ伝達するために送信される状況データの一種であり、このＦＡＸ受信
終了通知を受信したネットワークファクシミリ装置２側では、ＦＡＸ中継サーバ装置１側
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での処理に関し、正常に受信ができたのか、受信エラーとなったのかを認識することがで
きる。なお、本実施形態においては、ＦＡＸ中継サーバ装置１からネットワークファクシ
ミリ装置２へ電子メール方式で、ＦＡＸ受信終了通知が送信される。
【０１５７】
　続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、ＳＭＴＰサーバとして機能することによ
り、ＦＡＸ中継サーバ装置１から送信されてくる電子メールの受信を開始し（Ｓ１０６０
）、ＳＭＴＰにより送信されてくる電子メールを受信したら、電子メールの受信を終了す
る（Ｓ１０７０）。
【０１５８】
　そして、ネットワークファクシミリ装置２は、Ｓ１０５０の処理によって受信したＦＡ
Ｘ受信終了通知に基づき、ＦＡＸ中継サーバ装置１において、システム外の送信元からの
ファクシミリデータを正常に受信できたのか、受信エラーとなったのかを確認する（Ｓ１
０８０）。
【０１５９】
　Ｓ１０８０の処理において受信エラーであることが確認された場合（Ｓ１０８０：受信
エラー）、図１１に示したＳ１０９０の処理へと移行し、ネットワークファクシミリ装置
２は、受信エラー表示を２秒間行う（Ｓ１０９０）。具体的には、ＬＣＤ３４の表示を、
２秒間だけ“Receiving Error”とする（Ｌ１３０）。
【０１６０】
　一方、図１０に示したＳ１０８０の処理において受信正常であることが確認された場合
（Ｓ１０８０：受信正常）、あるいは、図１１に示したＳ１０９０の処理を終えた場合は
、図１１に示したＳ１１００の処理へと移行し、ネットワークファクシミリ装置２は、受
信メールの画像データを復号し（Ｓ１１００）、画像データを印刷する（Ｓ１１１０）。
このとき、ネットワークファクシミリ装置２は、ＬＣＤ３４の表示を“Printing”に切り
替える（Ｌ１４０）。
【０１６１】
　そして、このＦＡＸ受信に関し、通信管理レポートの登録を行う（Ｓ１１２０）。この
とき、ネットワークファクシミリ装置２は、ＬＣＤ３４の表示を消去する（Ｌ１５０）。
そして、Ｓ１１２０の処理を終えたら、本処理を終了する。
【０１６２】
　次に、ＦＡＸ中継サーバ装置側受信処理について、図１２のフローチャートを参照しな
がら説明する。
　ＦＡＸ中継サーバ装置側受信処理を開始すると、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、システム
外の送信元から送信されてくるファクシミリデータの受信を開始する（Ｓ１２１０）。
【０１６３】
　また、ファクシミリデータの受信と並行して、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、着信電話番
号に対応するメールアドレスを管理テーブルから抽出する（Ｓ１２２０）。ＦＡＸ中継サ
ーバ装置１は、公衆回線網６への接続電話回線として複数回線を利用でき、それらの回線
に対応して複数の電話番号が用意されているが、ファクシミリデータの受信を行う際には
、それら複数の電話番号のうちのいずれかがシステム外の送信元において指定されており
、その電話番号が着信番号になる。そこで、Ｓ１２２０の処理では、ＦＡＸ中継サーバ装
置１がシステム外の送信元からファクシミリデータを受信した際の着信番号をキーにして
、メールアドレス管理テーブル（図１７（ａ）参照）を検索し、着信番号に対応づけられ
たメールアドレスを抽出する。具体例を交えて説明すると、ＦＡＸ中継サーバ装置１がシ
ステム外の送信元からファクシミリデータを受信した際、その着信番号が“052-876-5432
”であれば、着信番号“052-876-5432”をキーにしてメールアドレス管理テーブル（図１
７（ａ）参照）を検索し、その結果、電話番号“052-876-5432”に対応づけられたメール
アドレス“IFAX1@br.co.jp”が抽出されることになる。
【０１６４】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ネットワークファクシミリ装置２に対してＦＡＸ
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受信開始通知を送信する（Ｓ１２３０）。このＦＡＸ受信開始通知は、既に説明した通り
、ＦＡＸ中継サーバ装置１側での処理に関する情報をネットワークファクシミリ装置２側
へ伝達するために送信される状況データの一種であり、実態は先に説明したネットワーク
ファクシミリ装置２側のＳ１０１０の処理で受信される電子メールである。
【０１６５】
　こうしてＳ１２２０～Ｓ１２３０の処理を行っている間にも、ファクシミリデータの受
信は継続され、その後、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ＦＡＸ受信を終了する（Ｓ１２４０
）。ＦＡＸ受信を終了したら、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ＦＡＸ受信の終了状態を確認
し（Ｓ１２５０）、受信エラーであった場合には（Ｓ１２５０：受信エラー）、ネットワ
ークファクシミリ装置２に対してＦＡＸ受信終了通知（受信エラー）を送信し（Ｓ１２６
０）、一方、受信正常であった場合には（Ｓ１２５０：受信正常）、ネットワークファク
シミリ装置２に対してＦＡＸ受信終了通知（受信正常）を送信する（Ｓ１２７０）。この
ＦＡＸ受信終了通知も、既に説明した通り、ＦＡＸ中継サーバ装置１側での処理に関する
情報をネットワークファクシミリ装置２側へ伝達するために送信される状況データの一種
であり、実態は先に説明したネットワークファクシミリ装置２側のＳ１０５０の処理で受
信される電子メールである。
【０１６６】
　Ｓ１２６０またはＳ１２７０の処理を終えたら、続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、
受信ＦＡＸデータをメールフォーマットに変換する（Ｓ１２８０）。すなわち、Ｓ１２５
０の処理で確認したＦＡＸ受信の終了状態が受信正常であっても受信エラーであっても、
受信ＦＡＸデータはメールフォーマットに変換される。このような処理を行うことにより
、途中までは正常に受信でき、途中から受信エラーとなったＦＡＸデータについては、正
常に受信できた分だけメールフォーマットに変換することができる。
【０１６７】
　そして、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、メール送信データを作成する（Ｓ１２９０）。こ
のＳ１２９０の処理で作成されるデータは、宛先が上記Ｓ１２２０において抽出されたメ
ールアドレスとなっていて、上記Ｓ１２８０の処理で作成されたＦＡＸデータを添付ファ
イルとして含むものである。なお、この電子メールデータ中の具体的な記述内容や記述形
式については、ネットワークファクシミリ装置２との取り決めさえできていれば任意であ
る。
【０１６８】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ネットワークファクシミリ装置２をＳＭＴＰサー
バとして利用して、ＳＭＴＰによるメールの送信を開始し（Ｓ１３００）、Ｓ１２９０で
作成したメールを送信したら、メールの送信を終了する（Ｓ１３１０）。このＳ１３００
～Ｓ１３１０の処理は、先に説明したネットワークファクシミリ装置２側のＳ１０６０～
Ｓ１０７０の処理に対応するものである。そして、Ｓ１３１０の処理を終えたら、本処理
を終了する。
【０１６９】
　以上説明したようなネットワークファクシミリ装置側受信処理とＦＡＸ中継サーバ装置
側受信処理が並行して実行され、その結果、本ネットワークファクシミリシステムによる
ファクシミリ受信処理が実現され、システム外の送信元からＦＡＸ中継サーバ装置１経由
でネットワークファクシミリ装置２へ送信されてくるファクシミリ画像を受信することが
できる。
【０１７０】
　なお、以上説明した本ネットワークファクシミリシステムによるファクシミリ送信処理
／ファクシミリ受信処理においては、ＦＡＸ中継サーバ装置１とネットワークファクシミ
リ装置２との間でやり取りされる通知について、電子メール方式での通知を行う旨の説明
をしたが、同等の情報を通知することができれば、他のパケット通信方式で通知を行って
も構わない。
【０１７１】
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　例えば、上記Ｓ１８０の処理で受信するメールとして、図１９に例示するような記述が
なされたメールを例示したが、このメール中に含まれる通信時間、送信ページ数、通信モ
ードなどの通信結果情報を、ＳＮＭＰにより取得する構成としてもよい。ＳＮＭＰを利用
するのであれば、上記のような各通信結果情報に対して、図２０に示すようなオブジェク
トＩＤ（ＯＩＤ）を割り当てて、管理情報ベース（ＭＩＢ；Management Information Bas
e）に格納し、ＳＮＭＰによりＯＩＤを指定して格納された情報の取得を要求することで
、個々の情報が取得できるように構成してあればよい。
【０１７２】
　さて、以上説明においては、本ネットワークファクシミリシステムによるファクシミリ
送信処理／ファクシミリ受信処理を実行するに当たり、ＦＡＸ中継サーバ装置１およびネ
ットワークファクシミリ装置２の双方が、互いのメールアドレス、利用すべき電話番号等
の情報を認識しているとの前提で説明を行ってきたが、厳密には、これらの情報は、ＦＡ
Ｘ中継サーバ装置１とネットワークファクシミリ装置２との間で動的にやり取りされ、そ
の結果、双方が整合性のある情報を認識できるように構成されている。
【０１７３】
　より具体的には、互いのメールアドレス、利用すべき電話番号等の情報は、ＦＡＸ中継
サーバ装置１側で管理されて、それがネットワークファクシミリ装置２側に通知される。
また、これらの情報をＦＡＸ中継サーバ装置１からネットワークファクシミリ装置２通知
する際には、ネットワークファクシミリ装置２とＬＡＮ４を介して通信する際に必要なＩ
Ｐアドレスが必要であり、また、後述する処理においては、ネットワークファクシミリ装
置２が設置された部屋の部屋番号等の情報も必要となるが、これら個々のネットワークフ
ァクシミリ装置の情報は、ネットワークファクシミリ装置２側において動的に取得または
管理され、それがＦＡＸ中継サーバ装置１側に通知される。
【０１７４】
　以下、これらの情報を相互に通知し合うための登録情報伝送処理について説明する。
　まず、ネットワークファクシミリ装置２側の登録情報伝送処理について、図１３のフロ
ーチャートを参照しながら説明する。
【０１７５】
　ネットワークファクシミリ装置２が起動すると、ネットワークファクシミリ装置２は、
ＤＨＣＰサーバからＩＰアドレスを獲得する（Ｓ２０１０）。図１には、ＤＨＣＰサーバ
の存在は明示していないが、既に説明した通り、ＤＨＣＰサーバ機能は、ＦＡＸ中継サー
バ装置１が備えていてもＬＡＮ４に接続された別のサーバコンピュータが備えていてもよ
い。なお、ＤＨＣＰサーバは、他のノードが使用していないＩＰアドレスを適宜割り当て
るが、特定のノードとそのノードに割り当てたＩＰアドレスとの関係を一定期間（例えば
１～２日）は保持するようにしておけば、この期間内にネットワークファクシミリ装置２
が何度再起動されても、同じＩＰアドレスを割り当てることができる。また、ネットワー
クファクシミリ装置２，３へのＩＰアドレスの割り当ては、システム管理者が手入力して
固定してもよいが、システム管理者の負担を考えると、ＤＨＣＰなどにより自動に割り当
てられることがよい。ＤＨＣＰ以外にも、ＢＯＯＴＰ（BOOTstrap Protocol）、ＡＰＩＰ
Ａ（Automatic Private IP Addressing）などの利用も考えられる。
【０１７６】
　ＩＰアドレスを獲得したら、ネットワークファクシミリ装置２は、ＦＡＸ中継サーバ装
置１に対して、部屋番号と獲得したＩＰアドレスを通知する（Ｓ２０２０）。この時点で
、ネットワークファクシミリ装置２は、ＦＡＸ中継サーバ装置１のメールアドレス等を認
識していないので、Ｓ２０２０の処理では、ＵＤＰブロードキャストを利用して通知を行
う。具体的には、図２１に例示したように、ＦＡＸ中継サーバ装置１とネットワークファ
クシミリ装置２は、特定の通信ポート（本実施形態では“５８＊＊＊”；ただし“＊”は
数字）を利用してＵＤＰブロードキャストを行うことが事前に取り決めてあり、このＵＤ
Ｐブロードキャストによってネットワークファクシミリ装置２側からＦＡＸ中継サーバ装
置１側へパケットを伝送する。伝送されるパケットには、データとして、ネットワークフ
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ァクシミリ装置２側ソフトウェアのバージョン番号、部屋番号、ＩＰアドレスが含まれて
おり、本実施形態においては、例えば図２１に示したパケット中のデータのように、“｜
”をデリミタとして、バージョン番号“Ａ”、部屋番号“１１０１”、ＩＰアドレス“１
９２．１６８．１９．１１”を記述した文字列が伝送される。
【０１７７】
　続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、上記ＵＤＰブロードキャストに対する応
答を受け付ける状態で待機する（Ｓ２０３０）。そして、ＦＡＸ中継サーバ装置１からの
応答を受信したら、続いて、登録情報の通知を受け付ける状態で待機する（Ｓ２０４０）
。ここで、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ネットワークファクシミリ装置２に割り当てられ
るメールアドレスおよび電話番号を、登録情報として通知してくる。ただし、メールアド
レスおよび電話番号は、ネットワークファクシミリ装置２が設置してある部屋へのチェッ
クイン／チェックアウトに連動して動的に割り当てられるため、チェックアウト状態の場
合、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、メールアドレスおよび電話番号の双方とも空文字列（ヌ
ル）を登録情報として通知してくる。なお、このＳ２０４０の処理時点では、まだネット
ワークファクシミリ装置２へのメールアドレスの割り当てが完了していないので、この通
知はＳＮＭＰを利用して行われる。
【０１７８】
　登録情報の通知を受け付けたら、ネットワークファクシミリ装置２は、登録情報の登録
処理を行う（Ｓ２０５０）。具体的には、登録情報をメモリに格納して以降の処理で利用
できるようにし、また、通知されたメールアドレスを使って電子メールの送受信を行うた
めの設定等を行う。そして、Ｓ２０５０の処理を終えたら、Ｓ２０４０の処理へと戻り、
以降、ＦＡＸ中継サーバ装置１から登録情報の通知があるたびに、Ｓ２０５０の処理を実
行することにより、最新の登録情報に更新する処理が行われることになる。
【０１７９】
　次に、ＦＡＸ中継サーバ装置１側の登録情報伝送処理ついて、図１４のフローチャート
を参照しながら説明する。
　この処理を開始すると、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、まず、ネットワークファクシミリ
装置２から、部屋番号とＩＰアドレスの通知を受信する（Ｓ２２００）。この通知は、ネ
ットワークファクシミリ装置２が上記Ｓ２０２０の処理を行うことによって送信されてく
るものである。
【０１８０】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、受信した通知に含まれるＩＰアドレスが、新規Ｉ
Ｐアドレスか否かを判断する（Ｓ２２１０）。具体的には、受信した通知に含まれるＩＰ
アドレスをキーにして、メールアドレス管理テーブル（図１７（ａ）参照）を検索し、受
信した通知に含まれるＩＰアドレスをテーブル中から検出できなかった場合は、新規ＩＰ
アドレスであると判断、検出できた場合は、新規ＩＰアドレスではないと判断する。
【０１８１】
　新規ＩＰアドレスであった場合（Ｓ２２１０：ＹＥＳ）、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、
電話番号使用状態テーブル（図１７（ｂ）参照）から、未使用メールアドレスと未使用電
話番号を抽出し、抽出したテーブルを使用中にする（Ｓ２２２０）。電話番号使用状態テ
ーブル（図１７（ｂ）参照）には、メールアドレスと電話番号があらかじめ対にして複数
組格納されており、各組毎に使用状態を表すフラグが設けられている。Ｓ２２２０の処理
では、電話番号使用状態テーブルのフラグを参照し、フラグが“未使用”となっている組
から、未使用メールアドレスと未使用電話番号が抽出され、フラグが“使用中”に書き換
えられる。
【０１８２】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、Ｓ２２００の処理で通知されたＩＰアドレスと部
屋番号を、メールアドレス管理テーブルに、Ｓ２２２０の処理で抽出した未使用メールア
ドレスと未使用電話番号と対応づけて新規登録する（Ｓ２２３０）。
【０１８３】
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　こうしてＳ２２３０の処理を終えるか、Ｓ２２１０の処理で新規ＩＰアドレスでなかっ
た場合（Ｓ２２１０：ＮＯ）、続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、応答通知を発行する
（Ｓ２２４０）。この応答通知は、ネットワークファクシミリ装置２が上記Ｓ２０３０の
処理において受信することになるものである。そして、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、Ｓ２
２００の処理で通知されたＩＰアドレスに、Ｓ２２３０の処理でメールアドレス管理テー
ブルに新規登録したメールアドレスと電話番号を通知して（Ｓ２２５０）、本処理を終了
する。この通知は、ネットワークファクシミリ装置２が上記Ｓ２０４０の処理において受
信することになるものであり、既に説明した通り、ＳＮＭＰを利用して通知が行われる。
【０１８４】
　以上が、ＦＡＸ中継サーバ装置１およびネットワークファクシミリ装置２において実行
される登録情報伝送処理であるが、これに加え、ＦＡＸ中継サーバ装置１では、ホテルの
各部屋へのチェックイン／チェックアウトに応じて、メールアドレス管理テーブル、電話
番号使用状態テーブル、およびチェックイン管理テーブルに対する更新処理が行われる。
【０１８５】
　以下、チェックイン時更新処理について、図１５のフローチャートを参照しながら説明
する。なお、チェックイン時更新処理は、ホテルの従業員が利用客のチェックインを受け
て、ＦＡＸ中継サーバ装置１側でチェックインを登録する操作を行うことにより、チェッ
クイン管理テーブル（図１７（ｃ）参照）に設けられた使用状態を示すフラグが更新され
て“チェックイン”となった場合に、そのフラグに対応する部屋番号を対象にして実行さ
れる。
【０１８６】
　このチェックイン時更新処理を開始すると、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、まず、電話番
号使用状態テーブル（図１７（ｂ）参照）から、未使用メールアドレスと未使用電話番号
を抽出し、抽出したテーブルを使用中にする（Ｓ２３１０）。この処理は、上記Ｓ２２２
０の処理と同等の処理であり、電話番号使用状態テーブルのフラグを参照し、フラグが“
未使用”となっている組から、未使用メールアドレスと未使用電話番号が抽出され、フラ
グが“使用中”に書き換えられる。
【０１８７】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、チェックインされる部屋番号のメールアドレス管
理テーブル（図１７（ａ）参照）に、Ｓ２３１０の処理で抽出された未使用メールアドレ
スと未使用電話番号を登録する（Ｓ２３２０）。チェックインされる部屋番号は、チェッ
クイン管理テーブル（図１７（ｃ）参照）において、“チェックイン”となったフラグに
対応づけられている部屋番号であり、この部屋番号をキーにしてメールアドレス管理テー
ブル（図１７（ａ）参照）が検索され、その部屋番号をメールアドレス管理テーブル中か
ら検出したら、検出した部屋番号と対になる領域に、Ｓ２３１０の処理で抽出された未使
用メールアドレスと未使用電話番号を登録する。
【０１８８】
　そして、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、メールアドレス管理テーブル中のチェックイン部
屋番号に対応するIPアドレスに対して、Ｓ２３２０の処理でメールアドレス管理テーブル
に登録したメールアドレスと電話番号を通知して（Ｓ２３３０）、本処理を終了する。こ
の通知は、ネットワークファクシミリ装置２が上記Ｓ２０４０の処理において受信するこ
とになるものであり、既に説明した通り、ＳＮＭＰを利用して通知が行われる。
【０１８９】
　以上のようなチェックイン時更新処理により、利用客のチェックインを受けるたびに、
チェックインの対象となった部屋に設置されているネットワークファクシミリ装置２に対
し、ＦＡＸ中継サーバ装置１がメールアドレスと電話番号を動的に割り当てることができ
るようになる。
【０１９０】
　次に、チェックアウト時更新処理について、図１６のフローチャートを参照しながら説
明する。なお、チェックアウト時更新処理は、ホテルの従業員が利用客のチェックアウト
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を受けて、ＦＡＸ中継サーバ装置１側でチェックアウトを登録する操作を行うことにより
、チェックイン管理テーブル（図１７（ｃ）参照）に設けられた使用状態を示すフラグが
更新されて“チェックアウト”となった場合に、そのフラグに対応する部屋番号を対象に
して実行される。
【０１９１】
　このチェックアウト時更新処理を開始すると、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、まず、チェ
ックアウトする部屋番号のメールアドレス管理テーブル（図１７（ｂ）参照）から、メー
ルアドレスと電話番号を抽出する（Ｓ２４１０）。チェックアウトする部屋番号は、チェ
ックイン管理テーブル（図１７（ｃ）参照）において、“チェックアウト”となったフラ
グに対応づけられている部屋番号であり、この部屋番号をキーにしてメールアドレス管理
テーブル（図１７（ａ）参照）が検索され、その部屋番号をメールアドレス管理テーブル
中から検出したら、検出した部屋番号と対になる領域から、メールアドレスと電話番号を
抽出する。
【０１９２】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、チェックアウト電話番号とメールアドレスを、電
話番号使用状態テーブル（図１７（ｂ）参照）から検索し、検索したテーブルを未使用に
する（Ｓ２４２０）。電話番号使用状態テーブルには、電話番号とメールアドレスの組が
格納されているので、この組を検出したら、この組に対応するフラグが“未使用”に書き
換えられる。
【０１９３】
　そして、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、チェックアウトする部屋番号のメールアドレス管
理テーブル（図１７（ｂ）参照）のメールアドレスと電話番号を削除する（Ｓ２４３０）
。削除対象となるメールアドレス管理テーブル中のメールアドレスと電話番号は、上記Ｓ
２４１０の処理において検出済みなので、この検出済みのメールアドレスと電話番号が、
メールアドレス管理テーブルから削除される。なお、メールアドレス管理テーブルには、
ＩＰアドレスと部屋番号だけが残り、これらに対応するメールアドレスと電話番号だけが
、空文字列（ヌル）となる。ちなみに、メールアドレスと電話番号をメールアドレス管理
テーブルから削除する処理に代えて、メールアドレスと電話番号の有効／無効フラグを設
け、無効と設定する処理を行っても、Ｓ２４３０の処理と同等の処理を実現することがで
きる。
【０１９４】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、チェックアウトする部屋番号のＩＰアドレスに対
して、空のメールアドレスと電話番号を通知して（Ｓ２４４０）、本処理を終了する。こ
の通知は、ネットワークファクシミリ装置２が上記Ｓ２０４０の処理において受信するこ
とになるものであり、既に説明した通り、ＳＮＭＰを利用して通知が行われる。
【０１９５】
　以上のようなチェックアウト時更新処理により、利用客のチェックアウトを受けるたび
に、チェックアウトの対象となった部屋に設置されているネットワークファクシミリ装置
２に対して割り当ててあったメールアドレスと電話番号を、ＦＡＸ中継サーバ装置１が動
的に削除できるようになる。
【０１９６】
　なお、以上説明した通り、ＦＡＸ中継サーバ装置１－ネットワークファクシミリ装置２
，３間の通信用設定は、各ネットワークファクシミリ装置２，３が設置された部屋を利用
する利用客のチェックインの手続に連動してなされる。そのため、チェックインの手続が
済んでいない段階では、ネットワークファクシミリ装置２，３には、メールアドレスや電
話番号がＦＡＸ中継サーバ装置１から割り当てられていないことがある。その場合、ネッ
トワークファクシミリ装置２，３には、自身のメールアドレスや電話番号が記憶されてい
なかったり、既に無効となっている記憶内容が残っていることがある。また、まれなケー
スではあるが、メールアドレスや電話番号等の記憶が、ネットワークファクシミリ装置２
，３の故障その他の原因で消滅していることもあり得る。このような場合は、ネットワー
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クファクシミリ装置２，３は、通信端末利用者からのファクシミリ送信指示を受け付けな
いことが望ましい。
【０１９７】
　ファクシミリ送信指示を受け付けないようにするための具体的な手法としては、例えば
、上記Ｓ２０の処理で送信先電話番号の入力を受け付けたとき、もしくは、上記Ｓ３０の
処理でＳＴＡＲＴボタンの押下を受け付けたときなど、上述したネットワークファクシミ
リ装置側送信処理中のなるべく早い段階で、正常な通信用設定がなされているかどうかの
判定を行い、正常な通信用設定がなされていなければ、エラーメッセージを表示したり警
告音を発生させると、通信端末利用者がすぐに問題に気づくことができるので好ましい。
さらに言えば、通信端末利用者に対する単なるエラーや警告の報知にとどめず、システム
管理者（ホテルの従業員）への連絡を示唆するメッセージを表示するなど、通信端末利用
者に対処策を示唆できるとより望ましい。
【０１９８】
　また、ＦＡＸ中継サーバ装置１側において、ネットワークファクシミリ装置２，３から
受信した電子メールの送信元メールアドレスがメールアドレス管理テーブルで有効になっ
ていない、部屋番号に対応するチェックイン管理テーブルがチェックイン設定になってい
ない、あるいは、電話番号使用状態テーブルにおいて、メールアドレスに対応する電話番
号が使用中状態になっていないなど、何らかの異常を検出した場合は、システムに障害が
発生しているか、正規のネットワークファクシミリ装置２，３以外からのメール受信であ
る可能性などが考えられる。そのため、この場合も、上記Ｓ３１０、Ｓ３４０、Ｓ３５０
の処理などで異常を検出でき次第、ファクシミリ送信を受け付けない（中止する）ことが
望ましい。そして、単にファクシミリ送信を受け付けないだけでなく、ＦＡＸ中継サーバ
装置１側においてシステム管理者（ホテルの従業員）への報知を行うとより望ましい。
【０１９９】
　さらに、以上は、本システムによるファクシミリ送信時の話であるが、本システムによ
るファクシミリ受信時には、システム外の送信元においては任意に電話番号が指定される
ため、ＦＡＸ中継サーバ装置１への着信の際に利用される着信番号は、着信時点において
ファクシミリ受信可能である旨の設定がなされている電話番号とは限らない。
【０２００】
　例えば、本実施形態の場合、ＦＡＸ中継サーバ装置１－ネットワークファクシミリ装置
２，３の通信用設定は、各ネットワークファクシミリ装置２，３が設置された部屋を利用
する利用客のチェックアウトの手続に連動して解除される。上記のような着信時に、既に
通信用設定が解除されていた場合、着信番号が電話番号使用状態テーブルで使用中である
との設定になっていない、着信番号に対応するメールアドレスがメールアドレス管理テー
ブルで有効に記憶されていない（＝記憶が消されている、あるいはフラグにて記憶が無効
であることが示されている）、着信番号に対応する部屋番号がチェックイン管理テーブル
でチェックイン状態になっていない、といったことが起こり得る。
【０２０１】
　このような状況は、送信元において指定された電話番号が、チェックアウト前に通信端
末利用者（ホテルの利用客）が利用していた電話番号になっている場合に発生し得るので
、Ｓ３２１０の処理の時点であれば着信を拒否する、それ以降の段階であれば、着信番号
に問題があることを検出した時点で直ちに回線を切断するなど、ファクシミリ受信をしな
いようにすることが望ましい。
【０２０２】
　以上説明した通り、上記のように構成されたネットワークファクシミリ装置２（本発明
でいう通信端末に相当）によれば、ネットワークファクシミリ装置２での送信開始からＦ
ＡＸ中継サーバ装置１（本発明でいう中継サーバに相当）での送信完了までの全期間にわ
たって、ネットワークファクシミリシステムによる処理が行われていることを、通知する
ことができる。
【０２０３】
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　特に、ネットワークファクシミリ装置２は、ＦＡＸ中継サーバ装置１からの状況データ
を受け取り、ネットワークファクシミリシステムによる処理状況を通知するので、詳細な
処理状況情報を通信端末利用者に対して通知することができる。
【０２０４】
　また、上記ネットワークファクシミリシステムによれば、システム外の送信元において
は、特殊な操作をしなくても、通常の電話番号を入力するだけで、複数存在するネットワ
ークファクシミリ装置の中の特定のネットワークファクシミリ装置に対してファクシミリ
画像を送信することができる。したがって、送信元の利用者にとっては、特殊な操作や事
前の準備が不要で、ＦＡＸ中継サーバ装置１の存在やシステムを意識しなくても済み、一
般的なファクシミリ装置に対してファクシミリ画像を送信する場合と全く同等の操作感で
、ファクシミリ画像を送信することができる。
【０２０５】
　また、上記ネットワークファクシミリシステムによれば、複数存在するネットワークフ
ァクシミリ装置の中の特定のネットワークファクシミリ装置からファクシミリ画像を送信
すると、特殊な操作をしなくても、ＦＡＸ中継サーバ装置１からシステム外の送信先へフ
ァクシミリ画像を送信する際には、特定のネットワークファクシミリ装置に割り当てられ
た発信番号が利用される。そのため、異なるネットワークファクシミリ装置であれば、同
じ中継サーバから送信しているにもかかわらず、システム外の送信先では異なる発信番号
から着信することになる。したがって、送信先の利用者にとって、各ネットワークファク
シミリ装置は、個々に発信番号を有する一般的なファクシミリ装置と何ら変わりないもの
に見えるので、ＦＡＸ中継サーバ装置１の存在やシステムを意識しなくても済み、一般的
なファクシミリ装置からファクシミリ画像を受信する場合と全く同等にファクシミリ画像
を受信することができる。
【０２０６】
　さらに、上記ネットワークファクシミリシステムによれば、ホテルの各部屋の利用客が
、チェックイン手続をしたことに伴い、ネットワークファクシミリ装置２，３を利用し得
る状態となったときに、それに連動して、ＦＡＸ中継サーバ装置１経由でネットワークフ
ァクシミリ装置２，３による画像受信／画像送信を実行できるようになる。したがって、
例えば、利用客がネットワークファクシミリ装置２，３を利用し得る状態となる前に、Ｆ
ＡＸ中継サーバ装置１が画像受信を実行できない状態や、ＦＡＸ中継サーバ装置１が画像
受信を実行できてもネットワークファクシミリ装置２，３が画像受信を実行できない状態
になっていたとしても、利用客がチェックイン手続を済ませて、ネットワークファクシミ
リ装置２，３を利用し得る状態となれば、利用客はネットワークファクシミリ装置２，３
で画像を受信／送信することができる。
【０２０７】
　［第２実施形態］
　次に、以上説明した第１実施形態とは別の実施形態について説明する。ただし、基本的
な構成については、上記第１実施形態と差異がない部分もあるので、以下の説明において
は、差異のある部分を中心に詳述し、差異のない部分についての説明は省略する。
【０２０８】
　先に説明した第１実施形態においては、システム外の送信元からＦＡＸ中継サーバ装置
１が受信したファクシミリデータを電子メールに変換し、電子メール方式でネットワーク
ファクシミリ装置２側へと送信する例を示したが、ＦＡＸ中継サーバ装置１とネットワー
クファクシミリ装置２は、両者間で事前に取り決めてある通信プロトコルを利用して電子
データの送受信を行うことができるので、電子メール方式以外の方式でデータ伝送を行っ
ても構わない。
【０２０９】
　そこで、第２実施形態としては、電子メール方式以外の方式の具体例として、ネットワ
ークプリンタ等において用いられているＬＰＲプロトコルを利用して、ＦＡＸ中継サーバ
装置１からネットワークファクシミリ装置２へデータ伝送を行うシステムについて説明す
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る。このシステムにおいて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ＬＰＲプロトコルを利用してネ
ットワークファクシミリ装置２に対して印刷要求を行い、一方、ネットワークファクシミ
リ装置２は、ＬＰＤプロトコルを用いて印刷要求の到来を待ち受け、これにより、ＦＡＸ
中継サーバ装置１－ネットワークファクシミリ装置２間でのデータ伝送が行われる。
【０２１０】
　まず、ネットワークファクシミリ装置側受信処理について、図２２のフローチャートを
参照しながら説明する。なお、図２２のフローチャートには、各処理ステップの段階でＬ
ＣＤ３４に表示されるメッセージを併記してある。
【０２１１】
　ネットワークファクシミリ装置側受信処理を開始すると、ネットワークファクシミリ装
置２は、図２２に示すように、ＦＡＸ中継サーバ装置１からＦＡＸ受信開始通知を受信す
る状態（受信待機状態）になる（Ｓ３０１０）。ＦＡＸ受信開始通知は、第１実施形態で
説明したＳ１０１０の処理で受信するものと同等の通知であり、ＦＡＸ受信開始通知を受
信したネットワークファクシミリ装置２側では、ＦＡＸ中継サーバ装置１側において、シ
ステム外の送信元から送信されてくるファクシミリデータの受信を開始したことを認識す
ることができる。なお、Ｓ１０１０の処理を開始した時点では、ＬＣＤ３４には何も表示
されない（Ｌ２１０）。
【０２１２】
　続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、受信中表示を行う（Ｓ３０２０）。具体
的には、ＬＣＤ３４の表示を“Receiving”に切り替える（Ｌ２２０）。そして、ネット
ワークファクシミリ装置２は、ＦＡＸ中継サーバ装置１からＦＡＸ受信終了通知を受信す
る状態（受信待機状態）になる（Ｓ３０３０）。ＦＡＸ受信終了通知は、第１実施形態で
説明したＳ１０５０の処理で受信するものと同等の通知であり、このＦＡＸ受信終了通知
を受信したネットワークファクシミリ装置２側では、ＦＡＸ中継サーバ装置１側での処理
に関し、正常に受信ができたのか、受信エラーとなったのかを認識することができる。
【０２１３】
　続いて、ネットワークファクシミリ装置２は、ＬＰＤプロトコルを用いて印刷要求の到
来を待ち受けることにより、ＦＡＸ中継サーバ装置１から送信されてくるＬＰＲデータの
受信を開始し（Ｓ３０４０）、ＬＰＲデータを受信したら、ＬＰＲデータの受信を終了す
る（Ｓ３０５０）。
【０２１４】
　そして、ネットワークファクシミリ装置２は、Ｓ３０３０の処理によって受信したＦＡ
Ｘ受信終了通知に基づき、ＦＡＸ中継サーバ装置１において、システム外の送信元からの
ファクシミリデータを正常に受信できたのか、受信エラーとなったのかを確認する（Ｓ３
０６０）。
【０２１５】
　Ｓ３０６０の処理において受信エラーであることが確認された場合（Ｓ３０６０：受信
エラー）、ネットワークファクシミリ装置２は、受信エラー表示を２秒間行う（Ｓ３０７
０）。具体的には、ＬＣＤ３４の表示を、２秒間だけ“Receiving Error”とする（Ｌ２
３０）。
【０２１６】
　一方、Ｓ３０６０の処理において受信正常であることが確認された場合（Ｓ３０６０：
受信正常）、あるいは、Ｓ３０７０の処理を終えた場合、ネットワークファクシミリ装置
２は、ＬＰＤデータを印刷する（Ｓ３０８０）。このとき、ネットワークファクシミリ装
置２は、ＬＣＤ３４の表示を“Printing”に切り替える（Ｌ２４０）。
【０２１７】
　そして、このＦＡＸ受信に関し、通信管理レポートの登録を行う（Ｓ３０９０）。この
とき、ネットワークファクシミリ装置２は、ＬＣＤ３４の表示を消去する（Ｌ２５０）。
そして、Ｓ３０９０の処理を終えたら、本処理を終了する。
【０２１８】
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　次に、ＦＡＸ中継サーバ装置側受信処理について、図２３のフローチャートを参照しな
がら説明する。
　ＦＡＸ中継サーバ装置側受信処理を開始すると、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、システム
外の送信元から送信されてくるファクシミリデータの受信を開始する（Ｓ３２１０）。
【０２１９】
　また、ファクシミリデータの受信と並行して、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、着信電話番
号に対応するメールアドレスを管理テーブルから抽出する（Ｓ３２２０）。ＦＡＸ中継サ
ーバ装置１は、上記第１実施形態でも説明した通り、公衆回線網６への接続電話回線とし
て複数回線を利用でき、それらの回線に対応して複数の電話番号が用意されており、ファ
クシミリデータの受信を行う際には、それら複数の電話番号のうちのいずれかがシステム
外の送信元において指定され、その電話番号が着信番号になる。Ｓ３２２０の処理では、
ＦＡＸ中継サーバ装置１がシステム外の送信元からファクシミリデータを受信した際の着
信番号をキーにして、メールアドレス管理テーブル（図１７（ａ）参照）を検索し、着信
番号に対応づけられたメールアドレスを抽出する。
【０２２０】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ネットワークファクシミリ装置２に対してＦＡＸ
受信開始通知を送信する（Ｓ３２３０）。このＦＡＸ受信開始通知は、先に説明したネッ
トワークファクシミリ装置２側のＳ３０１０の処理で受信される情報である。
【０２２１】
　こうしてＳ３２２０～Ｓ３２３０の処理を行っている間にも、ファクシミリデータの受
信は継続され、その後、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ＦＡＸ受信を終了する（Ｓ３２４０
）。ＦＡＸ受信を終了したら、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ＦＡＸ受信の終了状態を確認
し（Ｓ３２５０）、受信エラーであった場合には（Ｓ３２５０：受信エラー）、ネットワ
ークファクシミリ装置２に対してＦＡＸ受信終了通知（受信エラー）を送信し（Ｓ３２６
０）、一方、受信正常であった場合には（Ｓ３２５０：受信正常）、ネットワークファク
シミリ装置２に対してＦＡＸ受信終了通知（受信正常）を送信する（Ｓ３２７０）。この
ＦＡＸ受信終了通知は、先に説明したネットワークファクシミリ装置２側のＳ３０３０の
処理で受信される情報である。
【０２２２】
　Ｓ３２６０またはＳ３２７０の処理を終えたら、続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、
受信ＦＡＸデータをＬＰＲデータフォーマットに変換する（Ｓ３２８０）。すなわち、Ｓ
３２５０の処理で確認したＦＡＸ受信の終了状態が受信正常であっても受信エラーであっ
ても、受信ＦＡＸデータはメールフォーマットに変換される。
【０２２３】
　続いて、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、ＬＰＲプロトコルを利用して、ＬＰＲデータの送
信を開始し（Ｓ３２９０）、ＬＰＲデータを送信したら、ＬＰＲデータの送信を終了する
（Ｓ３３００）。このＳ３２９０～Ｓ３３００の処理は、先に説明したネットワークファ
クシミリ装置２側のＳ３０４０～Ｓ３０５０の処理に対応するものである。そして、Ｓ３
３００の処理を終えたら、本処理を終了する。
【０２２４】
　以上説明したようなネットワークファクシミリ装置側受信処理とＦＡＸ中継サーバ装置
側受信処理が並行して実行され、その結果、本ネットワークファクシミリシステムによる
ファクシミリ受信処理が実現され、システム外の送信元からＦＡＸ中継サーバ装置１経由
でネットワークファクシミリ装置２へ送信されてくるファクシミリ画像を受信し、ネット
ワークファクシミリ装置２において印刷することができる。
【０２２５】
　［第３実施形態］
　次に、さらに別の実施形態について説明する。
　本実施形態においては、ＦＡＸ中継サーバ装置１が、複数のネットワークファクシミリ
装置からのファクシミリ送信要求を、並列に処理できるように構成されている。
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【０２２６】
　具体的には、ＦＡＸ中継サーバ装置１には、マルチタスク機能を有するＯＳが搭載され
、このＯＳの機能を利用して、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、複数のタスクを時分割で並列
に実行することができる。そして、本実施形態では、まず、ＳＭＴＰ受信部５１（図３参
照）が、それぞれがメール受信処理を行う複数の同等なタスクによって構成され、これに
より、複数のネットワークファクシミリ装置から送信されてくる複数のメールを並列に受
信できるようになっている。また、ＦＡＸ通信管理部５２（図３参照）も、それぞれがフ
ァクシミリ送信処理を行う複数の同等なタスクによって構成され、複数のファクシミリデ
ータを並列にシステム外の送信先へ送信できるようになっている。
【０２２７】
　このような構成を採用すると、図２４に例示するように、まず、１台目のネットワーク
ファクシミリ装置ＩＦＡＸ１からファクシミリ送信要求があり、ＦＡＸ中継サーバ装置１
がネットワークファクシミリ装置ＩＦＡＸ１からのメールを受信し（図２４中のメール受
信１）、その後、送信先へのファクシミリ送信（図２４中のＦＡＸ送信１）を行う場合に
、そのファクシミリ送信（図２４中のＦＡＸ送信１）の途中で、２台目のネットワークフ
ァクシミリ装置ＩＦＡＸ２からファクシミリ送信要求があっても、ＦＡＸ中継サーバ装置
１は、新たなタスクを生成することにより、ネットワークファクシミリ装置ＩＦＡＸ２か
らのメールを受信することができる（図２４中のメール受信２）。これにより、ＦＡＸ中
継サーバ装置１がファクシミリ送信中であるにもかかわらず、ネットワークファクシミリ
装置ＩＦＡＸ２は、メール送信を完了させることができる。
【０２２８】
　また、ＦＡＸ中継サーバ装置１がネットワークファクシミリ装置ＩＦＡＸ２からメール
の受信（図２４中のメール受信２）を行った後、先に実行中のファクシミリ送信（図２４
中のＦＡＸ送信１）が完了していなくても、ＦＡＸ中継サーバ装置１は、新たなタスクを
生成することにより、複数のファクシミリ送信処理を並列に実行することができる（図２
４中のＦＡＸ送信１，２）。
【０２２９】
　以下、上記システムを実現するための処理のうち、まず、ＳＭＴＰ受信部５１として機
能するタスクが実行する処理について、図２５のフローチャートを参照しながら説明する
。
【０２３０】
　この処理を開始すると、ＦＡＸ中継サーバ装置１のＳＭＴＰ受信部５１として機能する
１つのタスク（以下、ＳＭＴＰ受信タスクという）は、ＳＭＴＰによりネットワークファ
クシミリ装置２側から電子メールが送信されてくるまで待機し（Ｓ４０１０）、電子メー
ルが送信されてきたら、その電子メールの受信を開始し（Ｓ４０２０）、その電子メール
を受信したら、電子メールの受信を終了する（Ｓ４０３０）。
【０２３１】
　続いて、ＳＭＴＰ受信タスクは、受信した電子メールの中から、送信宛先電話番号を抽
出する（Ｓ４０４０）。また、ＳＭＴＰ受信タスクは、受信した電子メールの中から、送
信元メールアドレスを抽出し（Ｓ４０５０）、この送信元メールアドレスをキーにして、
メールアドレス管理テーブル（図１７（ａ）参照）を検索し、送信元メールアドレスに対
応する電話番号を、送信元電話番号として抽出する（Ｓ４０６０）。これらＳ４０４０～
Ｓ４０６０の処理は、上記第１実施形態におけるＳ３３０～Ｓ３５０の処理と同等の処理
である。なお、Ｓ４０４０～Ｓ４０６０の処理によって得られる各種データは、送受信デ
ータＤＢ６１に格納され、ＦＡＸ通信管理部５２として機能するタスクから利用できるよ
うにされる。
【０２３２】
　そして、ＳＭＴＰ受信タスクは、ＦＡＸ通信管理部５２へＦＡＸ送信開始ＭＳＧを通知
し（Ｓ４０７０）、本処理を終了する。ＦＡＸ送信開始ＭＳＧは、ＦＡＸ通信管理部５２
として機能するタスクに対して、タスク間通信機能を利用して伝達される情報で、ＦＡＸ
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送信開始ＭＳＧを受け取ることにより、ＦＡＸ通信管理部５２として機能する１つのタス
クは、引き続いて実行すべき処理を開始することになる。
【０２３３】
　次に、ＦＡＸ通信管理部５２として機能するタスクが実行する処理について、図２６～
図２７のフローチャートを参照しながら説明する。
　ＦＡＸ中継サーバ装置１のＦＡＸ通信管理部５２として機能する１つのタスク（以下、
ＦＡＸ通信管理タスクという）は、上述のＦＡＸ送信開始ＭＳＧが通知されるまで待機し
（Ｓ４２１０）、ＦＡＸ送信開始通知ＭＳＧを受信する（Ｓ４２２０）。
【０２３４】
　続いて、ＦＡＸ通信管理タスクは、ファクシミリ送信データを復号し（Ｓ４３３０）、
ネットワークファクシミリ装置２に対してダイヤル送信開始通知（通常）を送信する（Ｓ
４３４０）。
【０２３５】
　ダイヤル送信開始通知を送信したら、ＦＡＸ通信管理タスクは、ダイヤルを開始する（
Ｓ４３５０）。ＦＡＸ中継サーバ装置１は、公衆回線網６への接続電話回線として複数回
線を利用できるが、ＳＭＴＰ受信タスクがＳ４０６０の処理で抽出した送信元電話番号が
発信番号となるように１つの回線が選定され、その回線を利用して、ＳＭＴＰ受信タスク
がＳ４０４０の処理で抽出した送信宛先電話番号に対して発呼する。
【０２３６】
　続いて、図２７に示すＳ４３６０の処理へと移行し、ＦＡＸ通信管理タスクは、回線接
続完了か否かを判断する（Ｓ４３６０）。
　Ｓ４３６０の処理において、システム外の送信先との回線接続が完了したと判断した場
合（Ｓ４３６０：ＹＥＳ）、ＦＡＸ通信管理タスクは、ネットワークファクシミリ装置２
に対してＦＡＸ送信開始通知（送信開始）を送信する（Ｓ４３７０）。
【０２３７】
　続いて、ＦＡＸ通信管理タスクは、システム外の送信先へＦＡＸ送信を開始し（Ｓ４３
８０）、ファクシミリ通信方式による送信を行ったら、ＦＡＸ送信を終了する（Ｓ４３９
０）。そして、ＦＡＸ送信が成功したか否かを判断する（Ｓ４４００）。
【０２３８】
　ここで、ＦＡＸ送信が成功していれば（Ｓ４４００：ＹＥＳ）、ＦＡＸ送信終了通知（
正常送信）を送信して（Ｓ４４１０）、本処理を終了する。また、ＦＡＸ送信が成功して
いなければ（Ｓ４４００：ＮＯ）、ＦＡＸ送信終了通知（送信エラー）を送信して（Ｓ４
４２０）、本処理を終了する。
【０２３９】
　一方、上記Ｓ４３６０の処理において、システム外の送信先との回線接続が完了してい
ないと判断した場合（Ｓ４３６０：ＮＯ）、リダイヤル回数が２回以下か３回以上かを判
断する（Ｓ４４４０）。
【０２４０】
　Ｓ４４４０の処理において、リダイヤル回数が２回以下の場合（Ｓ４４４０：２回以下
）、ＦＡＸ通信管理タスクは、ネットワークファクシミリ装置２に対してＦＡＸ送信開始
通知（redial）を送信する（Ｓ４４５０）。そして、リダイヤル待機状態となり（Ｓ４４
６０）、５分間が経過したら、ネットワークファクシミリ装置２に対してダイヤル送信開
始通知（リダイヤル）を送信する（Ｓ４４７０）。そして、Ｓ４４７０の処理を終えたら
、図２６に示したＳ４３５０の処理へと戻ることにより、再びダイヤルを開始する。
【０２４１】
　一方、Ｓ４４４０の処理において、リダイヤル回数が３回以上の場合（Ｓ４４４０：３
回以上）、ＦＡＸ通信管理タスクは、ＦＡＸ送信終了通知（送信エラー）を送信して（Ｓ
４４３０）、本処理を終了する。
【０２４２】
　以上説明したようなＳＭＴＰ受信タスクおよびＦＡＸ通信管理タスクが連携することに
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より、本ネットワークファクシミリシステムによるファクシミリ送信処理が実現され、ネ
ットワークファクシミリ装置２からＦＡＸ中継サーバ装置１経由でシステム外の送信先へ
、ファクシミリ画像を伝送することができる。特に、複数のＳＭＴＰ受信タスク、複数の
ＦＡＸ通信管理タスクを、マルチタスク機能によって並行して稼働させることにより、複
数のネットワークファクシミリ装置からＦＡＸ中継サーバ装置１経由でシステム外の複数
の送信先へ、ファクシミリ画像を並行して伝送することができる。
【０２４３】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されず、こ
の他にも種々の形態で実施することができる。
　例えば、上記実施形態においては、システム外の送信先電話番号を、ネットワークファ
クシミリ装置２からＦＡＸ中継サーバ装置１に伝達するため、電子メールのヘッダ中にあ
る「Ｔｏフィールド」に送信先電話番号を記述していたが、この送信先電話番号の記述箇
所は、ＦＡＸ中継サーバ装置１との取り決めさえできていれば、任意に変更可能である。
一例を挙げれば、電子メールのヘッダ中にある「Ｓｕｂｊｅｃｔフィールド」に記述して
もよいし、ヘッダ中に限らず、電子メールの本文中に記述してもよい。
【０２４４】
　また、上記実施形態においては、ＦＡＸ中継サーバ装置１とネットワークファクシミリ
装置２，３との間で、電子メール方式で各種通知を行っていたが、ＬＡＮ４を介して相互
に情報を伝送できる方式であれば、どのような通信プロトコルで情報の伝達を行ってもよ
い。
【０２４５】
　さらに、上記実施形態においては、ネットワークファクシミリ装置２，３への割り当て
がなされていない電話番号がファクシミリ受信時の着信番号となった場合に、着信を拒否
するか回線を切断することで、ファクシミリ受信をしないようにすることが望ましい旨を
説明したが、これら着信拒否や回線切断での対応に加え、別の対策を採用してもよい。具
体的には、例えば、チェックアウト手続前にネットワークファクシミリ装置に割り当てら
れた電話番号が、チェックアウト手続後しばらくは、どのネットワークファクシミリ装置
にも割り当てられないようにしておくと望ましい。このようにすれば、チェックイン手続
の際にネットワークファクシミリ装置に割り当てられる電話番号は、しばらく利用されて
いなかった電話番号の中から選ばれることになる。したがって、既にチェックアウトした
利用客宛にファクシミリ送信がなされた場合でも、後からチェックインした利用客の下に
届いてしまうといった事態を防止できるので、チェックアウトした利用客のプライバシー
をより確実に保護することができる。どの程度の期間にわたって電話番号の再利用を行わ
ないかは、利用可能な電話番号の総数と、システム内に存在するネットワークファクシミ
リ装置の総数との関係でも変わり得るが、期間はある程度の長さを必要とすると考えられ
、例えば、半年間は電話番号をテーブル上で使用中状態または保護状態という扱いにして
おくと望ましい。
【０２４６】
　また、上記実施形態において、ネットワークファクシミリ装置２，３は、単体で公衆回
線網６に接続して利用することも想定して設計された汎用品である旨を説明したが、モデ
ム２４および回線制御部４３を取り払った、本ネットワークファクシミリシステムにおけ
る専用品としてもよいことは言うまでもない。
【０２４７】
　また、上記実施形態では、通信端末利用者への通信状況の通知を、ＬＣＤ３４で行う例
を挙げたが、ＬＣＤ３４の代わりに、スピーカーを通じて音声で通知するようにしてもよ
い。
【０２４８】
　また、上記実施形態では、システム外のファクシミリ装置として、Ｇ３ファクシミリ装
置７，８を例示したが、Ｇ４ファクシミリ装置、あるいはこれら以外のファクシミリ装置
であってもよい。
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【０２４９】
　また、上記実施形態では、ファクシミリ装置としての基本的な構成を備えたネットワー
クファクシミリ装置２，３を例示したが、本発明でいう通信端末として機能させ得る機器
であれば、上記ネットワークファクシミリ装置２，３とは具体的な構成が異なるものであ
ってもよい。例えば、ファクシミリ機能に加え、プリンタ機能、スキャナ機能、コピー機
能などを兼ね備えた複合機を、本発明でいう通信端末として利用することが可能である。
【０２５０】
　加えて、上記実施形態では、中継サーバが、ファクシミリ受信時の着信番号から、当該
ファクシミリ画像を受信すべきネットワークファクシミリ装置のメールアドレスなりネッ
トワークアドレスを割り出すという最適な例について詳述したが、ＩＳＤＮのダイヤルイ
ン番号からメールアドレスなりネットワークアドレスを割り出すという実施形態にも、本
発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２５１】
【図１】ネットワークファクシミリシステム全体の概略を示す構成図。
【図２】ネットワークファクシミリ装置の制御系を示す構成図。
【図３】ＦＡＸ中継サーバ装置の制御系を示す構成図。
【図４】ネットワークファクシミリ装置側送信処理のフローチャート（その１）。
【図５】ネットワークファクシミリ装置側送信処理のフローチャート（その２）。
【図６】ネットワークファクシミリ装置側送信処理のフローチャート（その３）。
【図７】ネットワークファクシミリ装置側送信処理のフローチャート（その４）。
【図８】ＦＡＸ中継サーバ装置側送信処理のフローチャート（その１）。
【図９】ＦＡＸ中継サーバ装置側送信処理のフローチャート（その２）。
【図１０】ネットワークファクシミリ装置側受信処理のフローチャート（その１）。
【図１１】ネットワークファクシミリ装置側受信処理のフローチャート（その２）。
【図１２】ＦＡＸ中継サーバ装置側受信処理のフローチャート。
【図１３】ネットワークファクシミリ装置側の登録情報伝送処理のフローチャート。
【図１４】ＦＡＸ中継サーバ装置側の登録情報伝送処理のフローチャート。
【図１５】チェックイン時更新処理のフローチャート。
【図１６】チェックアウト時更新処理のフローチャート。
【図１７】ＦＡＸ中継サーバ装置が管理するテーブルを示す図。
【図１８】ファクシミリ送信用の電子メールを例示する図。
【図１９】ＦＡＸ送信終了通知用の電子メールを例示する図。
【図２０】ＦＡＸ送信終了通知用の管理情報ベースを例示する図。
【図２１】部屋番号とＩＰアドレスをＵＤＰブロードキャストする際のデータを例示する
図。
【図２２】第２実施形態のネットワークファクシミリ装置側受信処理のフローチャート。
【図２３】第２実施形態のＦＡＸ中継サーバ側受信処理のフローチャート。
【図２４】第３実施形態のファクシミリ送信処理の進行状況を示すタイミングチャート。
【図２５】ＳＭＴＰ受信部として機能するタスクが実行する処理のフローチャート。
【図２６】ＦＡＸ通信管理部として機能するタスクが実行する処理のフローチャート（そ
の１）。
【図２７】ＦＡＸ通信管理部として機能するタスクが実行する処理のフローチャート（そ
の２）。
【図２８】通信管理レポートの一例を示す図。
【符号の説明】
【０２５２】
　１・・・ＦＡＸ中継サーバ装置、２，３・・・ネットワークファクシミリ装置、４・・
・ＬＡＮ、６・・・公衆回線網、７，８・・・Ｇ３ファクシミリ装置、２１・・・ＣＰＵ
、２２・・・ＲＯＭ、２３・・・ＲＡＭ、２４・・・モデム、３１・・・スキャナ、３２
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・・・プリンタ、３３・・・操作パネル、３５・・・ＰＣインタフェース、４１・・・符
号器、４２・・・復号器、４３・・・回線制御部、４４・・・ＬＡＮ制御用メモリ、４５
・・・ＳＮＭＰ制御部、４６・・・ＳＭＴＰ受信制御部、４７・・・メール送信制御部、
４８・・・ＬＡＮ制御部、５１・・・ＳＭＴＰ受信部、５２・・・ＦＡＸ通信管理部、５
３・・・ＳＭＴＰ送信部、５４・・・管理テーブル管理部、５５・・・操作ＩＦ管理部、
５６・・・ＵＤＰ通信部、５７・・・ＳＮＭＰ送信部、６２・・・管理テーブル、６１・
・・送受信データＤＢ。

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】



(38) JP 4062267 B2 2008.3.19

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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